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東京都政 障害者施策の前進に向けて
私の議会質問を紹介します

　日本共産党の都議会議員として２期８年。私は、
障害者施策の前進を議員活動の大きな柱の１つとし
て取り組んできました。
　その原点は、障害者運動に学んだことです。いの
ち・人権・尊厳を守ることこそ政治で大事にしなけ
ればならない、と。だれもが自分の人生をのびのび
と生きられるようにしたい。だれも排除されない社
会をつくっていきたい。障害者福祉をみんなで語り
合うことがそのカギではないかと思うのです。
　都議会本会議、厚生委員会、予算特別委員会、決
算特別委員会等でおこなった質問をまとめました。

都議会厚生委員会で質問 2025 年３月
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障害者医療費助成の拡充

　障害者医療費助成制度を取り上げ、医療費の負担が重
いため受診を控えている障害者がいることを示しなが
ら、すべての障害者が必要な支援を受けられるようにす
ることを求めました。

【原のり子のコメント】

　障害者医療費助成制度の拡充を求める陳情は、前期、
今期と連続で継続審査となっています。議会としては、
継続して検討・調査していく責任があります。私は、厚
生委員になったら真っ先にとりあげたい、と思っていま
した。障害者医療費助成制度の対象にならない人たちは、
医療費３割負担を強いられています。そのため、受診控
えをしている人も多い。その実態をしめしながら、今回
初めて提起したのは、愛の手帳３度の人を対象にした場
合、予算は７億円ぐらいでできるのではないか、という
ことです。１６兆円もの財政力がある東京都。十分に可
能な金額です。
　全体として、きちんと質問にかみあわせた答弁が少な
く、本当に残念な思いでしたが、今後につながる足がか
りを得ることもできました。引き続きとりくみます。

　以下が質疑の内容です。

医療費助成対象外の人から切実な声が

「１年間で医療費だけで１０万円もかかった」

　原のり子　３つの柱で質問します。まず最初に、障害
者医療費助成制度についてです。
　８月２６日に行われた知的・発達障害児者の６団体に
よる第１７回東京大集会では、障害当事者の方々が暮ら
しや仕事、余暇などについて生きいきと発表され、たく
さんのことを学びました。
　ある方の発言の最後に、「健康で生きていきたい」と述
べられました。健康は、自分らしく生きていく土台です。
コロナ禍が続いてきたなかで、作業所の工賃も減ってし
まったので受診回数を減らしている、あるいはコロナの
なかで体調を崩した娘が１年間で医療費だけで１０万円

障害者医療費助成制度の改善求める
都議会厚生委員会質問　2023 年 11 月

ブログ掲載日は 2024 年２月 28 日

もかかった、私たち親も脳梗塞、がんと大病にかかり先
行きが心配、など医療費助成制度の対象外になっている
愛の手帳３度、４度の方をはじめ、医療費３割負担を強
いられている方々、あるいは保護者から切実な声が寄せ
られています。

たえず制度をよりよくしていくことが大切

医療費の負担が重く受診を控えている障害者がいる

　原のり子　障害者医療費助成制度の目的については、
「心身障害者の医療費の助成に関する条例」の第１条で、
「心身障害者に対し、医療費の一部を助成し、もって心
身障害者の保健の向上に寄与するとともに、心身障害者
の福祉の増進を図ることを目的とする」と書かれていま
す。この目的にふさわしく、障害者の実態を踏まえ、よ
りよい制度に絶えず見直していくことが大切です。
　それで、まず１点聞きます。医療費の負担が重いため
受診を控えている障害者がいることについて、都は認識
していますか。

　福祉局事業調整担当部長　心身障害者医療費助成制度
は、心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを
目的に、重度障害者の医療費の一部を助成する福祉施策
として実施しております。対象要件は、本制度と趣旨を
同じくする所得税の特別障害者控除との整合性や、医療
にかかる経済的負担が特に大きいことを踏まえ設定して
おります。

質問に答えていない　再度うかがう

受診を控えている障害者の存在を都は認識しているか

　原のり子　質問にはまったく答えていない、そういう
答弁だったと思います。私が聞いたのは、受診を控えて
いる障害者がいることについて都は認識していますかと
いうことなんです。
　もう一度うかがいます。障害者の受診控えについて、
認識はありますか。

　事業調整担当部長　心身障害者医療費助成制度の対象
については、医療にかかる経済的負担が特に大きいこと
なども踏まえ設定しております。
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答えないということは実態を知らないからか

実態を調査する必要があるのではないか

　原のり子　答えていただけないということは、実態を
知らないということなのでしょうか。よりよい制度にし
ていくためには、実態を調査することが必要だと改めて
思います。その点についてはいかがですか。

　事業調整担当部長　障害者の生活実態につきまして
は、５年に１度、福祉保健基礎調査により把握しており
ます。

福祉保健基礎調査

受診控えの実態は調べていないのですね

　原のり子　この調査（福祉保健基礎調査）については、
私も以前文書質問も行いました。そのときに、調査の目
的について、都は生活実態を把握することにより、都に
おける障害者施策の充実のための基礎資料を得ることと
答弁しています。これで実態を把握という、いまご答弁
ありましたけれども、これまでのこの調査では、受診控
えの実態については特に調べてはいないんですね。

今回の基礎調査で

助成対象外の人たちの医療費自己負担を聞いているのか

　原のり子　新しい基礎調査がつい先日まで行われてい
ましたけれども、障害者本人や家族の方々からは、医療
費助成の対象外の方に対し、医療費の自己負担について
聞いてほしいという要望、意見も出されていました。
　それでうかがいたいんですけれども、いまのお話だと、
今回の実態調査で生活の実態がつかめるというお話だっ
たんですけれども、５年に１度の今回の調査で、こうし
た医療費助成対象外の人たちの医療費の自己負担につい
て聞いてほしいという要望についての新たな設問を設け
たりとか、そういうことはあったんでしょうか。ちょっ
と確認させてください。

　事業調整担当部長　福祉保健基礎調査、障害者の生活
実態では、障害の状況、健康医療、日常生活の状況、就
労の状況、障害福祉サービスの利用状況等、都内に居住
する障害者の生活実態を調査してございます。
　なお、医療費につきましては、プライバシーに関する

事項であり、正確に把握することは困難と考えて、今回
の調査項目に入っては、医療費そのものは入っておりま
せん。

医療費についての設問はない

医療費負担の大変さをぜひ調査してほしい

　原のり子　入っていないということなんですよね。そ
れで、ただ、福祉保健基礎調査はとても大事な調査だと、
もちろん思っています。ただ、医療費の負担実態に関し
ていえば、残念ながら、この調査だけではよく分からな
い、そういう可能性が高いということだと思います。
　コロナ禍というこれまでにない状況のなかで、障害の
ある方たちはたくさんの困難を強いられてきました。工
賃は減ってしまう。仕事がなくなる方もいらっしゃった。
また、体を動かす機会が減って、病気が進行してしまう。
こういうようなたくさんの困難の中で、医療費の負担は
これまでになく重くなっているというのが実態だと私は
思います。
　毎年、いくつもの障害者団体から、医療費助成制度の
拡充、あるいは、この制度のなかじゃなくてもいいから、
医療費の負担を軽減してほしいなどの要望が出されてい
ます。この要望は、毎年ただただ出しているわけではな
くて、本当に切実で、特に今年、今回出されているのは
コロナ禍をくぐっての要望ですから、より切実だという
ことを指摘したいと思うんですね。ですから、福祉保健
基礎調査とは別に、やっぱり実態調査、どれだけ医療負
担が、医療費の負担が大変かという、受診控えが大変か
という、そういう調査をしていただきたいと。このこと
は検討してほしいと思います。

障害の重さだけで医療費負担の軽重は量れない

すべての障害者が必要な支援を受けられるように

　原のり子　それで、実態把握が必要だと思うもう１つ
の理由は、障害の重さだけで医療費の負担の軽重を量る
ことはできないと思うからです。中度や軽度の障害の方
であっても、年齢を重ねるなかで、たくさんの医療機関
にかかる方はとても多いです。また、障害者の方は高齢
化のスピードも速いといわれています。さらに、認定を
受けている障害以外に、体に弱い部分をもっているケー
ス、そういう方々もたくさんいらっしゃいます。
　障害者権利条約に対する国連障害者権利委員会の勧告

障害者医療費助成の拡充
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国が動かなければ都はなにもしない？

締約国の責任のなかには地方公共団体も

　原のり子　都の主体性というのはないんでしょうか。
国が動かなければ都は何もしないというわけではないは
ずだと思うんですよね。
　条約締約国の責任のなかには地方公共団体も位置づけ
られています。条約を批准しているのは国ですけれども、
社会的なバリアを解消していくという、その条約の実現
に向けて、国が取り組まなければならないのは当然です
けれども、都道府県も区市町村も取り組んでいく主体
です。条約に関係する施策の多くは地方自治体が主体に
なっていて、国とともに都道府県や区市町村が取り組ま
なければ、条約や勧告の内容を実現することはできませ
ん。

都が勧告の内容を踏まえて改善する立場に立つ

これは当然のことではないか

　原のり子　障害者医療費助成制度を含めて、都として
実施している施策をすすめていくのに当たっては、勧告
の内容を踏まえて改善していくという、そういう立場に
東京都が立つのは当然ではないでしょうか。いかがです
か。

　障害者施策推進部長　今後、国の動向を注視しながら
対応していきたいと考えております。

　原のり子　主体性をもって取り組んでいただきたいと
いうふうに思います。

障害者権利条約

都としても大事な指針だという認識はあるか

　原のり子　もう１つだけ聞きたいんですけれども、で
は、いま、勧告のことを聞きましたけれども、障害者権
利条約そのもの、この条約は、都としても障害者施策を
進める上での大事な指針だという認識はありますか。

　障害者施策推進部長　条約云々にかかわらず、障害者
が安心して暮らせる地域をつくっていくのは東京都の責
務だと認識しております。

では、日本の障害者認定制度は機能障害と能力の評価に
基づく医学モデルでありこれを見直して人権モデルに変
え、すべての障害者が必要な支援を受けられるようにす
ることを求めています。その方向性に立って、都として
も必要な人が受けられる制度に改善することを検討すべ
きと思いますが、いかがですか。

　事業調整担当部長　国は、障害者の医療費について、
医療保険制度のほか、障害者総合支援法による自立支援
医療費の支給等により負担軽減措置を講じております。
　加えて、都は、心身障害者の保健の向上と福祉の増進
を図ることを目的に、所得税の特別障害控除との整合性
や、医療にかかる経済的負担が特に大きいことを踏まえ、
重度の障害者の方の医療費の一部を助成する心身障害者
医療費助成制度等を実施しております。

正面から答えてもらえない

その人に必要な支援は何かという実態から考えてほしい

　原のり子　これも正面からは何も答えてもらえていな
いんですけれども、障害の中度、軽度の方が医療費の負
担が軽いわけではないんだということを私は本当に強調
したいと思うんです。ですから、この勧告でも、その人
に必要な支援は何かという実態から考えていくことの大
切さを強調しているんですよね。そのことを都が認識し
て検討する必要があるということを指摘します。こうい
う制度というのは、実態を踏まえて、絶えず、よりよく
していくことが求められていると思います。

国連障害者権利委員会の勧告

都の責任についてどう考えているか

　原のり子　それでうかがいますけれども、この国連の
勧告（国連障害者権利委員会の勧告）のことをいいまし
たが、この勧告を受け止めて施策に反映する都の責任に
ついてどう考えていますか。

　福祉局障害者施策推進部長　令和４年（２０２２年）
９月の障害者権利委員会の勧告については、今後、国に
おいて、その対応を検討していくものと認識してござい
ます。

障害者医療費助成の拡充
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「条約云々にかかわらず」　答弁として大丈夫でしょうか

条約と勧告を踏まえて、医療費助成を拡充すべきです

　原のり子　「条約云々にかかわらず」というのは、
ちょっと大丈夫でしょうか、答弁として。やっぱり憲法
があり、こうした批准した条約があり、そういうなかで、
本当にこう施策を充実させていく、都民の暮らしを守っ
ていく、障害者のみなさんの暮らしを守っていくという
ことが大事だというふうに思うんですね。
　それで、国際人権規約の自由権規約第２条に関する一
般的意見というのがありますけれども、そこでは、政府
のすべての部門および他の公的もしくは政府機関は、全
国、地域、もしくは地方といかなるレベルにあっても、
締約国の責任を引き受ける地位にあると述べています。
ですから、障害者権利条約についてもこれが当てはまる
と考えるべきであり、条約と勧告を踏まえて、医療費助
成を拡充するということを私は強く求めたいと思いま
す。

障害者団体などが毎年、医療費の負担軽減を要望

都はどのような検討をしているのか

　原のり子　先ほども述べましたけれども、障害者団体
等からは毎年、医療費の負担を軽減することについて都
に要望が出されています。それらはどのような検討がさ
れているんですか。

　事業調整担当部長　障害をおもちの方が地域のなかで
生活を送る上で、医療費をはじめとする負担が大きいこ
となど、さまざまなご意見があるということは承知して
おります。都は、所得税の特別障害者控除との整合性や、
重度心身障害者の医療にかかる経済的な負担が特に大き
いことを踏まえ、平成３１年度（２０１９年度）からは、
身体障害者手帳１級、２級および内部障害３級、愛の手
帳１度および２度の方に加え、精神障害者保健福祉手帳
１級の方も心身障害者医療費助成制度の対象としており
ます。

「さまざまなご意見があることは承知している」

困難を解決するための検討をすすめてほしい

　原のり子　「障害をおもちの方が生活していく上で、
医療費をはじめとする負担が大きいなどさまざまなご意

見があるということは承知しています」というご答弁で
もあり、また、精神障害の１級の方を新たに対象にする
など、必要に応じて改善もされてきているわけですよね。
　都議会では、障害者医療費助成制度の拡充を求める陳
情が継続審査になっていますし、障害者団体はそれぞ
れ、医療費助成制度の拡充や医療費の負担軽減を都に要
望し続けています。医療費をはじめとする負担が大きい
などのご意見があることは承知していると先ほどもおっ
しゃっていただきました。実際に、そうした困難を解決
していくための検討をすすめることを強く求めたいと思
います。

共産党都議団の調査

都内３自治体で上乗せ実施が　把握しているか

　原のり子　共産党都議団としては、この間、都内区市
町村に調査を行い、その結果、都内で３自治体が制度の
上乗せを実施しているということが分かりました。これ
らについて把握していますか。

　事業調整担当部長　都内の一部の区市において、自主
事業として、都の制度に上乗せして心身障害者を対象と
した医療費助成を実施していることについては承知して
おります。

杉並区、府中市、武蔵村山市

都がカバーできていないところを補っている

　原のり子　都内３自治体ですので、やはり少ないわけ
ですけれども、例えば杉並区では、都が制度化する前年、
１９７３年に障害者医療費助成をスタートしていて、翌
年、都制度ができたときに、その制度のなかでは対象に
なっていなかった愛の手帳３度の方と、脳性麻痺、進行
性筋萎縮症の方を引き続き対象にするということになっ
て、それが継続しているそうなんですね。２０４５万円
ほどの予算と聞いています。
　また、府中市も、都制度でカバーできていない所得制
限の緩和を行ってきて、また、武蔵村山市は、愛の手帳
３度、４度と、それから、身体障害者手帳６級までの
１８歳未満の子どもたちを対象にしてきたということで
す。

障害者医療費助成の拡充
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都のどこに住んでいても医療費負担が軽減されるよう

７億円ぐらいでできる　都として検討する必要がある

　原のり子　でも、それぞれ住民のために必要だという
ことで助成を行っているわけですが、しかし、他の自治
体に住んでいる方にとっても同様の支援は必要だという
ふうに思います。もし杉並のように愛の手帳３度の方な
どを対象にした場合、これを東京全体で実施をしたらど
うなるかと、ざっくりと計算をしてみると、７億円ぐら
いでできるのではないかと私は想定しています。
　東京都は、広域自治体として、都内のどこに住んでい
ても医療費負担が軽減されるように検討する必要がある
と思いますが、いかがですか。

　事業調整担当部長　心身障害者医療費助成制度は、都
が条例を制定し実施しておりまして、重度心身障害者の
医療の困難性と、その経済的な負担が大きいことに着目
し、その医療費の一部について助成を行っているもので
ございます。

子ども医療費無料化　１８歳まで対象になった

障害者の医療費助成制度も拡充すべきです

　原のり子　子どもの医療費助成制度については、１８
歳まで対象になりました。医療は命に関わることですか
ら、とても大事な拡充だと思っています。まさに広域自
治体として、重要な判断を東京都はしたと思っています。
もちろん、多摩格差をどうするかとか、都としての財政
負担の継続など、課題はいろいろありますけれども、そ
れにしても踏み出したことは重要です。
　そうであれば、常に医療と切り離せない障害者につい
ての医療費助成制度も拡充すべきではないでしょうか。
毎年、各障害者団体から要望が出ているということは、
それだけ切実だということです。都は、障害者医療費助
成制度は重度障害者が対象だと繰り返しますが、私が冒
頭に引用したように、条例の第１条の目的、ここに照ら
して必要な拡充を行うべきです。

知的障害の青年、成人の方たちの余暇支援の場

こうしたところにも足を運んで話を聞いてほしい

　原のり子　先日、知的障害の青年、成人の方たちの余
暇支援の場にうかがいました。自分の体の不調や変化に

障害者医療費助成の拡充
ついて学び、医療の必要性や医療費のことを自分たちで
勉強して理解をしていく連続学習のとりくみを行って
いました。障害者ご本人が権利の主体として、自ら理解
をした上で医療を受けられるようにしていく、とても大
切なとりくみだと思いました。ぜひこうしたところにも
足を運んでいただいて、話を聞いていただく、こういう
ことをやっていただけるように求めておきたいと思いま
す。

【原のり子のコメント】

　子どもの医療費助成が大きく前進していますが、障害
者医療費助成はどの障害も中度・軽度の方は対象にされ
ないまま。医療費の負担は３割負担です。子どもの医療
費助成で医療費無料になっていても、１８歳になると突
然３割負担になります。まさに「１８歳の壁」です。障
害の中度・軽度の方の所得の低さは都自身の調査で明ら
かになっているのに、医療費助成の対象をかたくなに広
げない東京都の姿勢は本当に問題です。
　「工賃をもって病院に行ったらすぐなくなってしまっ
た」という当事者の声。「親亡きあとを考え、せめて生
命保険に加入しようと思ったが、障害があり手術の可能
性もあるということでどこにも入れない」という保護者
の声。本当に胸が痛いです。
　都は、０１８サポートは所得制限なしですべての子ど
もたちを対象に、年１２００億円の予算を計上していま
す。私は、東京都の財政力なら、障害者医療費助成の拡
充もすぐにできることを、試算で示しました。
　自民党や立憲民主党など、だんだんと質問する会派も
増えてきました！　一日も早く拡充されるよう取り組み
を強めます。
　以下が質疑の内容です。

障害者の生活実態調査

調査の目的は何か

　原のり子　日本共産党の原のり子です。まず最初に、
障害者の医療費の負担軽減についてうかがいます。

障害者の医療費負担軽減を急いで
厚生委員会質問　事務事業質疑　2024 年 11 月
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　東京都は、昨年度（２０２３年度）、障害者の生活実
態調査を行いました。改めて、この調査の目的は何か、
うかがいます。

　福祉局総務部長　東京都福祉保健基礎調査「障害者の
生活実態」は、５年に１度実施しておりまして、東京都
内に居住する身体障害者、知的障害者及び精神障害者並
びに難病患者の生活実態を把握することにより、東京都
における障害者施策の充実などのための基礎資料を得る
ことを目的としております。

生活実態調査で障害者の年収の低さが改めて鮮明に

「病院に十分通えない」「通院をちゅうちょする」と

　原のり子　障害者の方たちの生活実態を把握すること
により、障害者施策の充実などのための基礎資料となる
ということで、改めて重要だと思います。よく分析をし
て、生かしていくための議論が必要だと思います。
　今回の調査では、障害者の年収の低さが改めて鮮明
になりました。例えば、知的障害の方でいえば、年収
１００万円未満が４２％、年収２００万円未満で見れば
７６％です。お金がかかるので病院に十分通えない、通
院をちゅうちょするという声も聞きます。調査結果には
どのようにあらわれていると分析していますか。

　福祉局事業調整担当部長　福祉保健基礎調査「障害者
の生活実態」では、障害の状況、健康、医療、日常生活
の状況、就労の状況、障害福祉サービスの利用状況等、
都内に居住する障害者の生活実態を調査しております。
　なお、障害者の暮らし向きは、国の年金や手当のほか、
就労収入等により構成され、障害種別や等級、家族構成
等の違いにより、医療費の負担感はさまざまでございま
す。

「負担感はさまざま」と答弁されたが

年収の低さに現状があらわれている

　原のり子　負担感はさまざまだということですけれど
も、この年収の低さというところに、今の状況ははっき
りあらわれているのではないかと思います。
　今、直接のご答弁ではありませんでした。今回も、医
療費負担自体は調べられていませんけれども、でも、こ
の調査はさまざまな角度から生活実態を捉えていく内容

になっていて、多くのことを読み取ることができます。

障害が中度、軽度である方たちの年収の低さ

「障害者の医療費が誰でも無料になってほしい」と

　原のり子　調査結果で注目される１つは、障害が中
度、軽度である方たちの年収の低さです。先ほど、知的
障害の方の年収が低いことを指摘しましたけれども、特
に愛の手帳３度（中度）の方は、年収１００万円未満が
５５％、年収２００万円未満で見ると８６％にもなりま
す。愛の手帳４度（軽度）の方も、年収１００万円未満
が３６％、年収２００万円未満では７０％です。手帳が
３度や４度だからといって、経済的に余裕があるわけで
はないということです。
　医療費負担そのものの設問はありませんけれども、自
由記述を見ますと、医療費免除なので本当に助かってい
ますという意見がある一方で、医療費の自己負担額も非
常に大きく、本人が生涯にわたって安心して生きていけ
る状況には、まだ達していない感がありますという意見
や、障害者の医療費が誰でも無料になってほしいという
意見があります。医療費助成を受けられるかどうかの違
いが大きいことのあらわれではないかと思います。

障害の中度、軽度の方々は、医療費３割負担

年収の低いところに重い負担が

　原のり子　（２024 年）１１月１４日に都議会議事堂
内で行われた、愛の手帳３度（中度）、４度（軽度）の
障害者の医療費負担軽減を求める第２回シンポジウムで
は、当事者や保護者の切実な発言が相次ぎました。障害
者医療費助成制度の対象にならない障害の中度、軽度の
方々は、医療費３割負担のため負担がとても重くなって
いる実態が語られました。先ほど、調査結果で、中度、
軽度の方の年収の低さがあらわれていると指摘しました
けれども、そういう状態の上に医療費３割負担が強いら
れているわけです。
　直接障害に起因していなくても、持病があったり、あ
るいは虚弱体質で病気になりやすい方もたくさんいらっ
しゃいます。たくさんの診療科に通わなければならず、
そのたびに３割負担を強いられる。そのため診療科を
絞っているという内容の発言もありました。

障害者医療費助成の拡充
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「病気の発見が遅れる」「生命保険にも入れない」

経済的な心配なく安心して医療を受けられるように

　原のり子　障害があることにより、病気の発見が遅れ、
悪化してしまうということ。また、生命保険にも入れな
いという、そういう声も複数の方から指摘されました。
その上で、シンポジウムでは、要望書が東京都に対して
も手渡されました。
　どの障害者も、経済的な心配なく安心して医療を受け
られるようにしていくことは大切です。これらの意見を
どう受け止めたのか、見解をうかがいます。

　事業調整担当部長　障害をお持ちの方が地域のなかで
生活を送るうえで、医療費をはじめとする負担が大きい
など、さまざまなご意見があるということは承知してお
ります。
　障害者の医療費につきましては、国の医療保険制度の
ほか、自立支援医療費の支給などで負担軽減策を講じて
おります。
　また、収入が低い方については、医療保険制度の下、
所得に応じた加入保険料の軽減措置がなされているほ
か、高額療養費制度による自己負担限度額により、家計
に対する医療費等の自己負担が過重なものとならないよ
う配慮されております。

生の声をどう受け止めたのかを聞きたかった

真摯（しんし）に向き合っていただきたい

　原のり子　私は、声をどう受け止めたのかと聞いたん
ですけれども、直接それにはお答えになりませんでした。
　さまざまなご意見があるということは承知していると
いうことでしたけれども、でも、この当日は、生活福祉
部長さんをはじめ、課長さんも来られて、直接みなさん
の声、生の声を聞いてくださっているわけですよね。そ
のシンポジウムでの発言は、医療費の負担軽減の必要性
が本当によく分かる、伝わるお話でしたし、この切実な
声を聞いて要望書を受け取って、生の声をどう受け止め
たのかということを聞きたかったわけです。真摯（しん
し）に向き合っていただきたいと思います。

医療の問題は命に直結している

「１８歳の壁」を解決するために負担軽減策を

　原のり子　医療の問題は命に直結しているので、支援
が途切れないようにすることが重要です。その点で、子
どもの医療費助成が１８歳まで大きく拡充してきている
ことは、とても重要だと思っています。障害児のご家庭
でも大変喜ばれています。
　しかし、１８歳の壁があります。支援の必要性は減る
わけじゃない。ますます切実になったりするにもかかわ
らず、手帳の等級や所得制限によって、突然、そこで医
療費３割負担になってしまう人が多くいらっしゃいま
す。
　障害者は加齢の進行が速いとも指摘されていること、
また、作業所の工賃も非常に低いこと、保護者の方も高
齢になっていくことなどを考えると、１８歳の壁の問題
は解決が必要だと私は思います。障害者医療費助成制度
の拡充など、医療費の負担軽減策を検討すべきと考えま
すが、いかがですか。

　事業調整担当部長　都は、心身障害者の保健の向上と
福祉の増進を図ることを目的として、重度障害者の医療
費の一部を助成する福祉施策として、心身障害者医療費
助成制度を実施しております。
　本制度の対象要件は、趣旨を同じくいたします所得税
の特別障害者控除との整合性や、医療に係る経済的負担
が特に大きいことを踏まえ設定しております。

大人になっても親がケアし続けなければならない

医療費負担まで家族に負わせてよいのか

　原のり子　繰り返しその答弁をされるんですけれど
も、それで十分ではないということが、先日のシンポジ
ウムでも明らかになっているわけですよね。
　いまの日本社会では、障害児が大人になっても親がケ
アし続けなければならない、そういう状況になっていま
す。そのような社会自体を変えなければなりませんけれ
ども、変えられていない上に、医療費負担まで家族に負
わせてよいのかということが問われているわけです。

障害者医療費助成の拡充
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障害者の生活実態調査

十分な医療を受けられることを望む声が増加

　原のり子　障害者の生活実態調査では、先ほど紹介し
たこと以外にもとても大事な設問があって、ちょっと紹
介したいんですけれども。日常生活を送るために、もっ
とあったらいいと思うことは何かという質問があって、
それ、３つまで回答してもらうという内容になっていま
す。知的障害の方の回答のトップは、生活をしていくの
に困らない収入が得られること。３３．８％です。２位
が、障害者が暮らしやすい住宅を増やすこと。これが
２５．２％、そして３位が、病気やけがなど必要なとき
に十分な医療が受けられること。
そういう結果なんです。この設問も、質問の仕方が５年
前よりもより分かりやすく、改善をされているんです。
ですから、その分、より切実な声が今回はっきりあらわ
れたと思っています。
　このほかにも、相談できる人や場所の大事さ、障害へ
の理解なども高い回答にはなっているんですけれども、
本当に今回の結果を見ると、はっきり出たのは、経済的
な問題が最も高く、十分な医療を受けられるということ
が５年前よりも大きく増えているということなんです。
ここに注目すべきだと思います。

医療費負担の軽減

親なきあとを心配しないですむ大事な要素

　原のり子　十分な医療を受けられるために重要なの
が、医療費負担の軽減だと思います。小池知事は知事選
の公約で、障害児を育てる家庭への支援拡充を挙げてい
ます。障害児の保護者の方々は、この子よりも一日でも
長く生きなければと、わが子が大人になってからもずっ
と支え続けています。せめて安心してわが子が医療を受
け続けることができるように、親なき後を心配しなくて
もいいようにするということは、障害児を育てる家庭へ
の支援拡充の１つの大事な要素だと思います。
　医療費の負担軽減、そういう角度からも検討すべきだ
と思いますがいかがですか。

　事業調整担当部長　繰り返しのご答弁となりますが、
都は、心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ること
を目的として、重度障害者の医療費の一部を助成する福
祉施策として、心身障害者医療費助成制度を実施してお

ります。本制度の対象要件は趣旨を同じくする所得税の
特別障害者控除との整合性や、医療に係る経済的負担が
特に大きいことを踏まえて設定しております。

質問にぜひ向き合ってほしい

答弁は都民に向けてしているものですから

　原のり子　繰り返しで答えるというのが、何か決まり
でもあるんですかね。本当に、質問していることに対し
て、ぜひ向き合ってもらいたいですし、特にこれは、先
ほども紹介したように、シンポジウムで生の声が直接伝
えられている、そういう内容ですので、答弁は都民に向
けてしているものですから、私は本当に、ちゃんと向き
合ってほしいと思います。
　都の実態調査からも切実さが浮き彫りになって、本人
や家族の声も大きく広がっているもとで、今こそ検討し
て改善すべきだと思います。障害者の生活実態調査は、
冒頭の答弁にあったとおり、施策の充実のための基礎資
料ということなんですから、この実態調査から酌み取れ
るものは最大限酌み取って、医療費助成の拡充につなげ
るべきだと思います。

医療費助成の拡充

私の試算では２１億円あればできる

　原のり子　先ほど、浜中副委員長のご質問の中でもさ
まざまな大事なご指摘がありました。そのなかで、愛の
手帳３度（中度）、４度（軽度）の方を制度の対象にし
た場合の１つの試算が示されました。私も、またちょっ
と違う角度からの試算というのをしているんですけれど
も、以前の厚生委員会で、一度いった部分もあるんです
けれども、私の場合は、愛の手帳３度の方を対象にして
いる杉並区の実績、これを基に、東京都の３度の方を当
てはめたらどうなるかっていう、そういう試算をしてみ
ました。
　そうすると、大体、３度だけだと７億円程度になると。
４度と３度を合わせると２１億円程度と試算しているん
です。でも、いずれにしても、今の都政において十分に
実現可能であると思います。私は、東京都にも、ぜひ真
剣に、試算も含めてやってみてもらいたいというふうに
思っています。

障害者医療費助成の拡充
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給食費無償化、子どもの医療費無料化をすすめている

障害者の医療費助成充実は都としてやるべき問題だ

　原のり子　「手をつなぐ育成会」（社会福祉法人東京都
手をつなぐ育成会）の予算要望にはこう書いてあります。
一般の人と同じ３割負担では負担が大き過ぎ、体調が悪
くても受診を控える人もいると書かれています。こうし
た声に誠実に向き合うべきです。
　都はこの間、給食費無償化も、子どもの医療費助成も
国に先駆けてすすめています。障害者の所得保障は国が
もっと力を入れるべき問題です。しかし、国待ちになら
ず、都として実施している医療費助成などを充実させて
いくことは、やるべき課題ではないでしょうか。
　障害を持った人が子どもから大人になっても、途切れ
ることなく命を支えていけるように施策の充実を強く求
めておきたいと思います。

障害者医療費助成の拡充

障害者医療費助成制度の拡充
厚生委員会質問　2025 年３月

ブログ掲載日は 2025 年４月１日

【原のり子のコメント】

　都の障害者医療費助成制度の対象は、重度の方だけで
す。重度の方は医療費が無料になります。中度・軽度の
方は対象になっていないので、１８歳をすぎると医療費
は３割負担になってしまいます。制度の拡充を求める陳
情は、全会一致で継続審査になっています。議会に反対
はないのに、東京都は来年度予算に拡充を盛り込みませ
んでした。
　これまで何度もとりあげていますが、今回は、全国の
動きをふまえて都の姿勢を質しました。共産党都議団と
しては、本会議で、藤田りょうこ都議の第２代表質問（一
般質問の１人目）でもとりあげ、埼玉県の事例を示しま
した。埼玉県では、障害者の声や議会での議論をふまえ、
対象を広げています。それ以外でも対象を広げている例
を示し、厚生委員会でさらに質問を重ねました。なぜ、
東京都は重度に固執するのか、本当に疑問です。医療は
命の問題。必ず打開するため、引き続きとりくんでいき
ます。

　以下が質疑の内容です。

障害者医療費助成制度

来年度予算に制度の拡充は盛り込まれず　なぜなのか？

　原のり子　障害者医療費助成制度についてです。
　充実を求める陳情は継続審査になっており、運動も大
きく広がり、都議会の中でも賛同の声が広がっているも
のの、来年度予算案にも制度の拡充は盛り込まれず、障
害当事者またご家族からは、「なぜなのか」という疑問
の声が寄せられています。

都は重度の障害者だけを助成の対象にしている

重度以外の障害者も対象にしている道府県は？

　原のり子　東京都は、重度の障害者に限定しています
が、全国の動向も見ながら質問をしていきます。心身障
害者医療費助成制度について、重度以外の障害者も対象
にしている道府県はどこか把握をしていますか。

　福祉局事業調整担当部長　障害者を対象とする医療費
助成は、実施主体である自治体がそれぞれの地域の実情
を勘案しながら具体的な実施内容を定めております。都
は、他の道府県の実施状況については、把握してござい
ます。

知的障害者　中度まで対象にしている自治体は？

「３０道府県でございます」

　原のり子　把握をしているということなので、もう少
し具体的にうかがいます。知的障害者について、中度ま
で対象にしている自治体はいくつありますか。併せて、
身体障害者手帳の所持にかかわらず対象にしている自治
体数と自治体名をうかがいます。

　事業調整担当部長　都道府県の医療費助成制度におい
て、重度以外の知的障害者を対象としている自治体は、
令和６年（２０２４年）１１月１日現在３０道府県でご
ざいます。そのうち、身体障害者手帳の所持にかかわら
ず重度以外の知的障害者を対象としている自治体は、埼
玉、石川、福井、長野、岐阜、愛知、広島、香川、長崎
の合計９県でございます。

９



２１道府県が身体手帳と重複の場合

知的障害者の中度の方も助成の対象にしている

　原のり子　つまり、中度まで対象にしている自治体の
うち２１道府県が、身体手帳と重複の場合に知的の中度
の方も対象にしているということです。そして、９県に
ついては、身体手帳がなくても中度の方を対象にしてい
るということです。

３障害（精神・知的・身体）

助成の対象範囲を広げた道府県は？

　原のり子　では、知的障害だけではなく３障害（精神・
知的・身体）合わせて、２０１９年度以降で対象範囲を
広げた道府県はいくつありますか。

　事業調整担当部長　都において把握している範囲でお
答えいたしますと、２０１９年度すなわち令和元年度

（２０１９年度）以降、のべ１３府県が障害者を対象と
する医療費助成制度に、精神障害者保健福祉手帳１級所
持者を対象とするなどの変更を行っております。

　原のり子　資料で見ますと、この４年間では３県拡大
しています。精神１級を新たに対象にしたのが栃木県。
精神１級と精神２級で、身体、知的との重複の場合を対
象にしたのが茨城県と滋賀県の２県ということです。

埼玉県の場合

どの障害も公平に支援があるべきだという考えに立って

　原のり子　私は、知的障害中度を対象にしているいく
つかの自治体に問合せをしてみました。日本共産党の代
表質問でも述べたように、埼玉県では、もともと中度の
障害の方も対象にしていますけれども、どの障害も公平
に支援があるべきだという考えに立って、精神２級の通
院についても部分的に拡大をしています。来年度から実
施をするということを聞いています。

長野県の場合

どの障害も公平に

　原のり子　また、長野県でも、中度の障害の方を対象
にしていますけれども、徐々に対象を広げてきています。

平成１５年（２００３年）に、知的障害の中度の方と精
神１級の通院を対象にして、平成２２年（２０１０年）に、
精神２級に広げています。このときは、精神通院医療の
みでしたけれども、令和３年（２０２１年）に全診療科
を対象にしています。どの障害も公平にということと同
時に、長野県では、ひとり親や子どもの医療費などとも
差が出ないように考えているということや、また障害者
団体からの要望も検討していると答えています。

岐阜県の場合

身体障害とのバランスを考えて

　原のり子　岐阜県では、もともと中度の方も対象にし
ているんですけれども、知的障害の中度の方も身体障害
とのバランスを考えて対象にしていると話しています。
平成１８年（２００６年）からは、精神の１級だけでは
なく、２級も対象にしたということです。

対象を中度まで広げている例がたくさんある

なぜ東京都は重度以外に広げる検討をしないのか

　原のり子　東京都の障害者医療費助成制度は、制度名
に重度と入っているわけではありませんけれども、全国
の制度を見ると、重度とうたっている、そういう制度も
たくさんあるんです。
　しかし、それでも対象を中度まで広げているという例
が多くあるわけです。
　制度の対象を広げている自治体もある一方、なぜ東京
都は重度以外に広げる検討をしないのかうかがいます。

　事業調整担当部長　都は、重度の障害者を対象とした
医療費助成制度を実施しておりまして、本制度と趣旨を
同じくいたします所得税の特別障害者控除との整合性
や、医療に関わる経済的な負担が大きいことを踏まえ、
対象を設定しております。

軽度や中度の方たちは医療費負担が軽いのか

それに答えられるデータを都は持っているのか

　原のり子　特別障害者控除より幅広い方を医療費助成
の対象にしても、何も問題が起きるわけではありません
し、今でも内部障害の方は身体障害者手帳３級まで対象
になっています。また、軽度や中度の方たちは医療費負

障害者医療費助成の拡充
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担が軽いのかと問われたら、それに答えられるデータを
都は持っているのでしょうか。

子どもの医療費無料化はすすめる一方で

障害者医療費助成の拡充をすすめないのはなぜか

　原のり子　しかも、子どもの医療費無料化はすすめる
一方で障害者医療費助成の拡充をすすめないのは、どう
いう理由なのでしょうか、うかがいます。

　事業調整担当部長　都は、区市町村が実施する子ども
の医療費助成事業に対しまして、子育てを支援する福祉
施策の一環として一定の基準のもとで補助しておりま
す。また、都は、心身障害者の保健の向上と福祉の増進
を図ることを目的として、重度障害者の医療費の一部を
助成する福祉施策として、心身障害者医療費助成制度を
実施しております。

子どもの医療費無料化は前進させた

障害者医療費助成制度は今の制度をいうばかり

　原のり子　正直、よく分からない答弁だったんですけ
れども、一度つくった制度は変えないとするのではなく
て、実態を踏まえて拡充していくということが大事なの
ではないでしようか。実際に子どもの医療費については
東京都が主導して１８歳まで広げて、さらに所得制限を
撤廃しました。しかし、障害者医療費助成は、今の制度
の考え方をいうばかりで、一切変えない。検討もしよう
としない。これは本当に理解に苦しみます。

他の県では差が出ないように拡充しているところもある

障害者医療費助成も対象拡大の検討に踏み出せ

　原のり子　繰り返しになりますが、他の県では差が出
ないようにと意識して拡充しているところもあります。
障害者医療費助成も対象拡大の検討に踏み出すことを強
く求めます。

障害者の医療費負担の軽減

都は国に要望などをしているのか

　原のり子　障害者への医療費助成は全国の自治体が
行っていますけれども、自治体任せにせずに国が制度を

創設することももちろん必要だと思っています。東京都
は、国に対して、障害者の医療費負担の軽減などの要望
をしているのでしょうか、うかがいます。

　事業調整担当部長　地方公共団体が実施する重度の障
害者に対する医療費助成制度につきましては、既に全国
知事会を通じて、国における新たな医療費等制度の整備
と必要な財政措置を要望しております。

障害者医療費助成の実施

都が直接国に要請するよう求める

　原のり子　要望は大事な内容ですが、全国知事会を通
じて実施しているということですので、逆にいうと直接
は行っていないということなのでしょうか。もう既に
行っているで済ませるのではなくて、もっと位置づけを
高めて、都として直接国に対して障害者医療費助成の実
施を要請するように求めたいと思います。

経済的負担　中度、軽度の方の実態も把握する必要が

調査を実施することを求める

　原のり子　東京都は、障害者医療費助成の対象を重度
の障害者としていることについて、医療に関わる経済的
負担が大きいことを踏まえて設定していると繰り返され
ますけれども、根拠がありません。中度、軽度の方の実
態も把握する必要があるのではないですか。障害者の医
療費負担について調査を実施することを求めますが、い
かがですか。

　事業調整担当部長　障害者の生活実態につきまして
は、福祉保健基礎調査により把握しており、障害者の暮
らし向きは、国の年金や手当のほか、就労収入等により
構成されておりまして、障害種別や等級、家族構成等の
違いにより、医療費の負担感もさまざまでございます。

障害の軽重にかかわらず医療費がかかっている

そのことを都は調査すべきだ

　原のり子　いま、最後のところで負担感っておっ
しゃったんですけれども、負担感というその感覚的なも
のではありません。しかも、いかにも把握しているとい
う、そういうご答弁だったんですけれども、福祉保健基

障害者医療費助成の拡充
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礎調査では、精神障害者に精神通院医療の自己負担を聞
いているだけで、医療費負担全体について尋ねる項目は
ないんですよね。東京都は、主体的に把握をしようとは
していないというのが現状だと思います。もちろん、医
療費の負担が重いのは重度障害者だけなどというデータ
もありません。むしろ、障害者の方々やそのご家族から
話を聞いていて感じるのは、障害の軽重にかかわらず医
療費がかかっている、負担が重いということです。その
ことを都は調査すべきではないでしょうか。

データもなく重度だけの助成でよいというは説得力なし

障害者の医療費負担の軽減をすすめることを強く求める

　原のり子　そのデータも持たず、重度の障害者だけの
医療費助成制度でよいというのは説得力がありません。
中度、軽度の方も、体が弱かったり持病があったり、ま
た加齢に伴う身体への影響は障害のない人よりも早いと
いわれています。
　病院に通う頻度は非常に高いです。きちんと調査すべ
きだと思います。しかも、今、障害福祉の分野では、医
療モデルから社会モデルへということが重視をされてい
るなか、都は、重度に固執をする姿勢でよいのか、問わ
れていると思います。
　改めて、障害者医療費助成制度の拡充、障害者の医療
費負担の軽減をすすめることを強く求めて、次の質問に
移ります。

障害者医療費助成の拡充 障害者福祉手当の拡充

心身障害者福祉手当の拡充を求める陳情

全会一致で継続審査に　都議会厚生委員会

　「障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会」が都
議会に提出していた心身障害者福祉手当の拡充を求める
陳情が、５月２４日の厚生委員会において全会一致で継
続審査になりました。ずっと不採択になってきただけに、
大きな変化です。私は、この陳情に賛成する立場から都
の福祉局に質問しました。

【原のり子のコメント】

　この陳情については、５月２８日付の「しんぶん赤旗」、
６月３０日付の「東京民報」でもとりあげられました。
障害者福祉手当は、２８年間１円も引き上げられず、障
害者の７人に１人しか対象にしていません。小池都政８
年間でも検討されてこなかったことが今回の質問で明ら
かになりました。
　これまで福祉手当拡充の請願・陳情は不採択になって
きましたが、今回、障害当事者のみなさんが資料をつ
くって各議員に働きかけ、傍聴席で見守るなか、初めて、
継続審査に！　本当は採択できればいちばんよいのです
が、だれも反対者が出ず、継続審査になった意義は本当
に大きいです。みなさんの努力に感動し敬服するととも
に、とてもうれしかったです。
　あわせて、障害者医療費助成の拡充を求める陳情もす
でに継続審査になっており、福祉手当と医療費助成とい
う障害者分野の２大課題が、障害者のねばりづよい運動
によって動きつつあります。以下が質疑の内容です。

心身障害者福祉手当の拡充を求める

「障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会」の陳情

　原のり子　それでは、お願いいたします。本陳情は、
「障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会」（障都連）
のみなさんから、署名を添えて提出されています。心身
障害者福祉手当の拡充を求める請願や陳情は、これまで
も繰り返し提出をされてきています。残念ながら近年は
採択されたことはありませんけれども、２８年間も手当
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額が引き上げられない。手帳を持っていても受けられな
い人を残している。この状況でよいのかどうか、改めて
問われていると思います。

心身障害者福祉手当

効果をどのようにみているのか

　 原のり子　 そ れ で は う か が っ て い き ま す。 ま ず、
１９７４年、昭和４９年以来実施してきての効果をどの
ように見ているのか、うかがいます。

　福祉局障害者施策推進部長　東京都心身障害者福祉手
当は、国の所得保障や在宅サービスが不十分であった昭
和４０年代におきまして、障害者の経済的負担を軽減し、
在宅での生活を支援するための手当として都独自に事業
を創設し、支給しているものでございます。

福祉手当はとても大事な役割を果たしている

各種手帳を持っている人数と福祉手当の対象の人数は？

　原のり子　そのように創設してスタートをして、その
結果がどうだったのかを聞いているんです。先ほどの説
明では、心身障害者の経済的、精神的負担を軽減し、福
祉の増進に資することが目的と話されました。これ、と
ても大事だというふうに思います。今も、国の所得保障
が不十分で、福祉手当はとても大事な役割を持っている
と思います。現在、２０歳以上の方で、愛の手帳１度か
ら３度の知的障害の方、身体障害者手帳１級・２級の身
体障害者、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方が対象に
なっていて、月１万５５００円ということです。
　それでは、手帳を持っている障害者全体の人数と、そ
のうち福祉手当の対象になっている人数、支給額はどう
なっているか教えてください。

手帳所持者は７４万人

受給者は１０万９５００人

　障害者施策推進部長　令和５年（２０２３年）３
月３１日現在の手帳所持者数は、身体障害者手帳は
４８万６１４２人、愛の手帳は１０万９０７人、精
神障害者保健福祉手帳は１５万１６０３人の、合計
７３万８６５２人でございます。東京都心身障害者福祉
手当の令和４年度（２０２２年度）実績は、特別区の財

調分も含めまして、受給者が約１０万９５００人、支給
額は約２０３億８３００万円でございます。

手当は手帳を持っている人の７人に１人

線引きした理由はどういうことだったのか

　原のり子　およそ７人に１人が受けているという範囲
だと思います。手帳を持っていても かなりの人が受けら
れていないというのが現状です。
　そもそもすべての手帳所持者を対象にしていないとい
うことについて、その線引きをしたその理由がどういう
ことだったのか、うかがいます。

　障害者施策推進部長　東京都心身障害者福祉手当は、
介護を必要とする重度の身体障害者、知的障害者に対す
る福祉サービスの提供が十分でない時期に創設したもの
でございます。一方、精神障害者につきましては、その
障害の特性から、精神科救急医療体制の整備や通院医療
費の助成など、医療を確保することを重点に支援策を展
開してまいりました。

重度の障害者へのサービス、というが

条例には「重度」という言葉はないのだが

　原のり子　すみません。一点確認をさせていただきた
いんですけれども。介護を必要とする重度の障害者への
福祉サービスが十分でない時期に創設をされたというお
話がありましたけれども。重度という言葉があったんで
すが、条例については、条例の条文には重度っていう言
葉はないと思うんです。
　それで、この心身障害者福祉手当では、重度の人を対
象にしている条例という位置づけなのかどうか、そこを
確認させてください。

　障害者施策推進部長　重度の方の在宅生活を支えるた
めの手当でございます。

「重度」の定義はどういうものか

条例では「重度」という規定にはなっていない

　原のり子　そうすると、その重度の定義はどういうも
のかというのがちょっと分からないので、ご説明いただ
ければありがたいと思います。
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　この条例の別表を見ますと支給対象が書いてあって、
そこには知的障害者については中度以上である者と書か
れています。身体障害者であって、身体の障害の程度が
２級以上である者というふうにも書いてあって、それか
ら脳性麻痺または進行性筋萎縮症を有する者というふう
にあるんです。ですから、重度のというふうな規定には
なっていないのではないかと思いますが、もう一度確認
させてください。

　障害者施策推進部長　支給対象者でございますが、
２０歳以上で、身体障害者手帳１級及び２級の身体障害
者、愛の手帳１度から３度までの知的障害者及び脳性麻
痺または進行性筋萎縮症を有する方でございます。

「重度」という規定はしていない

第１条の目的から照らして必要な見直しはできる

　原のり子　つまり、重度というふうに規定はしてない
わけです。であれば、なおのことなんですけれども、心
身障害者の福祉の増進に資するというその第１条の目的
に照らして、必要な見直しは当然できるというふうに思
いますし、手当の対象外の方々の収入が低くないという
ことでも今ないということですので、ぜひ改善を図って
いく必要があるというふうに思います。

なぜ精神障害者を対象にしていないのか

理由はどういうことか

　原のり子　それで、１つ疑問なのは、なぜ精神障害者
を対象にしていないのかということです。過去の厚生委
員会でもいろいろ議論をされてきているところだと思い
ますが、改めて教えていただきたいんです。精神障害者、
また難病者の方をきちんと障害に位置づけるというふう
になったときに検討されなかったのかどうか。精神障害
者を対象にしていないことの理由はどういうことか、う
かがいます。

　障害者施策推進部長　精神障害者につきましては、そ
の障害の特性から、精神科救急医療体制の整備や通院医
療費の助成など、医療を確保することを重点に施策を展
開してまいりました。

福祉手当の対象拡大

これまで検討したことはあるのか

　原のり子　もちろんそれは大事なことではあると思い
ますけれども、だからといって福祉手当の代わりになる
ものかといえば、違うと思うんです。
　それでは、これまでに福祉手当の対象の拡大を検討し
たことがあるのかどうか、うかがいます。

　障害者施策推進部長　障害のある方の所得保障は基本
的に国の役割でございまして、都は、他の自治体とも連
携し、障害基礎年金など障害者の所得保障の充実を国に
要望しております。

　原のり子　私は、福祉手当の対象の拡大を検討したこ
とはないのですかっていうふうに聞いていますので、そ
こにぜひ答えていただきたいんですが。
　じゃあ、これまでというと幅がかなり２８年間で長い
ので、ではこの小池都知事になってからの８年間では検
討したことがあるのかどうか、うかがいます。

　障害者施策推進部長　繰り返しになりますが、障害基
礎年金など障害者の所得保障の充実につきましては、国
に要望をしております。

都で拡大の検討はしないで

国に要望しているということなのか

　原のり子　検討したことがありますかっていうことで
すので、繰り返しの答弁ではなく、やはりちゃんと答え
ていただきたいなと思います。障害者団体のみなさんか
らも、毎年、この陳情とか請願だけではなくて、予算の
要望なども出されているわけですから、当然、みなさん、
ご存じのことだと思うんです。その要望を受けて検討し
たかどうかっていうことを、やっぱりちゃんと答えてい
ただきたいというふうに思います。
　それで、そのことは求めておきながら、今、おっしゃっ
ていたみたいに、国に要望しています、ということです。
東京都の拡大の検討はしないで国に要望しているという
ことなのか、本当にちょっと疑問なんですけれども。
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都として検討するのは当然のこと

対象の拡大や金額の引き上げに踏み出すべきです

　原のり子　障害者基本法は、国と地方公共団体の両方
に対して、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じ
なければならないとしていて、東京都としても検討する
のは当然のことなんです。しかも、東京都が国の役割だ
といって検討せずにいる間に、区市町村では精神障害者
への支給が増えている。都のまとめた資料によると、昨
年度は１６区１町が実施しています。地域格差をなくす
ため、都としても拡大に踏み出すべきだというふうに思
いますし、金額の引き上げの検討も必要だというふうに
思います。

福祉手当の金額、２８年間も据え置かれたまま

この状態でいいのでしょうか

　原のり子　それで、都制度である福祉手当が１９９６
年以来、金額が１万５５００円のままだと、先ほどもい
いましたけれども、２８年間据え置かれていると。この
状態でいいのかどうかということなんです。その理由は
どういうことか。また、１９９６年の前までは、毎年見
直しをされてきたわけです。増やしてきているわけです。
その理由も併せてうかがいます。

　障害者施策推進部長　東京都心身障害者福祉手当は、
国の所得保障や在宅サービスが不十分でありました昭和
４０年代におきまして、障害者の経済的負担を軽減し、
在宅での生活を支援するための手当として都独自に事業
を開始したものでございます。その後、国の年金制度が
充実されるなど社会状況が大きく変化し、その対応や社
会保障制度との整合、負担の公平生の確保などの観点か
ら、経済給付的事業を見直す一方で、福祉サービスの量
的・質的な充実に向け施策の転換を図ったものでござい
ます。

質問への明確な答弁がありません

所得保障は十分ではない、と都も認識しているのでは

　原のり子　私の質問に対しての明確な答弁というのは
ないんで、本当に残念なんですけれども。いま、ご答弁
にあった国の所得保障ですけれども、では本当に充実し
て大きく変化しているのかっていうことが、そこが問わ

れていると思うんです。都としても、他の道府県とも連
携して、国に対して所得保障の充実を求めているという
ことは、これは大事だと、もちろん思っています。
　この中には、こういうふうに書いてあるんです。「障
害基礎年金の増額、住居手当の創設、年金受給前の対策
など、所得保障制度を充実すること」、こういうふうに
国に求めているんです。つまり、現状では、所得保障は
十分ではないと都としても認識をしているということで
はないかと思いますが、いかがですか。

　障害者施策推進部長　障害者の所得保障は基本的に国
の役割でございまして、都は、他の自治体とも連携をし、
障害基礎年金など障害者の所得保障の充実を国に要望を
しております。

　原のり子　答えがありませんけれども、十分保障され
ているのであれば、要望する必要はないんです。ですか
ら、現状不足しているということだと思うんです。実際
に障害年金は、物価上昇に見合うだけの増額がされない
仕組みが導入されていて、この間はむしろ悪くなってい
るといえると思います。障害者権利委員会からも、障害
年金は市民の平均的な所得と比べて著しく低額であると
指摘をされて、見直すよう勧告をされているんです。

７０代の視覚障害者夫妻の場合

障害者の社会参加にはまだまだ厚い壁がある

　原のり子　陳情者が各議員に配ってくださった資料で
も、こういう事例が紹介されていました。
　７０代の視覚障害者夫妻の月々の収支の例が書か
れていました。収入は、障害基礎年金１人当たり月
８万２８１２円、これは昨年度です。心身障害者福祉
手当１人当たり月１万５５００円と。２人合わせて約
２０万円の収入だということです。医療費は、医療費助
成制度の対象になっているので、無料だということです。
そのほかに、家賃とか、光熱費とか、食費とか、もう本
当にかかる、と。それだけでも１３万円ほどになる、と。
残り７万円ほどなんですけれども、そのほかに交通費が
かかったり、日用品や交際費などは、本当に僅かになっ
てしまうということです。
　さらに、直接お話もうかがったんですけれども、本当
は視覚障害者にもっと便利な携帯電話に変えたい、と。
でも、お金がかかるから、そういうことはなかなかでき
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ないということや、パソコンなどの文字を音声化する、
そういうソフトを買うとか。あるいは、メール用のソフ
トなど、本当に日進月歩なので更新していきたいと思う
けれども、数年に１回しか更新できない、ということな
んです。それもお金がないので、数年に１回の更新とい
うのも日常生活用具で補助が出る範囲でしかできない、
とおっしゃっていました。障害者の社会参加には本当に
まだまだ厚い壁があるということだと思うんです。

本来国がやるべきもの、といいながら

必要なものは都として実施しているではないですか

　原のり子　東京都は、この間、「０１８サポート」とか、
子どもの医療費無料化を実施したり、給食費の負担軽減
など、国が実施するまでの間、必要なものは実施すると
いうことをすすめているんです。小池知事は、本来国が
やるべきものといいながらも、そういう判断をしている
ものもあるわけです。そうであれば、障害者福祉手当に
ついても、都としてもっと充実させるという考えに立つ
べきではないかというふうに思います。

障害者の暮らしや社会参加がより厳しくなっている

改善を図らないのは問題ではないか

　原のり子　日本が障害者権利条約の批准に向けて制定
した障害者差別解消法がありますけれども、行政と事業
者が社会的障壁を除去するために、合理的配慮が義務化
されています。さらに東京都がそれに上乗せをする条例
を制定をして社会的障壁を取り除くことは、社会全体の
責任だと位置づけているんです。現実には、そうはいっ
ても、多くの社会的障壁が残っています。所得保障が不
十分で障害者の収入は全体としてとても少ない一方で、
障害者がほかの人よりも多くの支払いをさせられている
ものが、実はたくさんあるというふうに思います。
　例えば、コンサートに行く際に支援が必要な場合、移
動支援か同行援護を使えたとしても、チケットを２人分
買わなくてはなりません。また、脳性麻痺があって歩く
ときには、靴がよりすり減りやすい場合は、靴代がほか
の人よりも多くかかります。
　こうした経済的負担に対して、個別の補助制度をつく
ることも重要ですが、すべてのものに個別の制度をつく
るというのは無理な話だと思うんです。そのため、十分
な額の現金を給付して、それをどう使うかは障害者本人

が決められるようにするということが、社会的障壁をな
くすためには不可欠だというふうに思います。
　ところが、現状ではあまりにも不十分で、障害者の収
入はとても低い、そういう実態だということです。さま
ざまな社会的障壁があることで、障害者の暮らしや社会
参加がより厳しくなっている現状があり、さらにそのこ
とを当事者の方たちが訴えているのに、改善を図らない
ことは問題があるのではないかと、私は思います。

障害者権利条約に照らして

制度の拡充が必要ではないか

　原のり子　そもそも障害者権利条約では、第２８条１
項には、生活条件の不断の改善についての権利が、また、
第４条２項では、経済的社会的権利について利用可能な
手段を最大限に用いるとあります。ここに照らしての制
度の拡充が必要ではないかと思いますが、見解をうかが
います。

　障害者施策推進部長　国は、障害者の権利に関する条
約の批准に伴いまして、障害者総合支援法などの国内法
を整備し、都は、条約や法の考え方を踏まえ施策を行っ
ております。都は、グループホームや日中活動の場の整
備など、地域で安心して暮らせるサービス基盤の整備に
取り組むとともに、当事者のご意見もうかがいながら、
さまざまな福祉施策を推進しております。所得保障は基
本的に国の役割でございまして、都は、他の自治体とも
連携し、障害基礎年金など障害者の所得保障の充実を国
に要望しております。

手当の引き上げを求める声に応えてほしい

暮らしが厳しくなっているという認識を持っているか

　原のり子　いまのご答弁の中で、条約や法を踏まえる、
また当事者の意見も聞きながらという考え方について
は、重要だというふうには思います。でも、そうであれば、
手当の引き上げを求める声にも応えていただきたいとい
うふうに思います。
　改めてうかがいますが、障害者の暮らしが厳しくなっ
ているという認識は、持っているのでしようか。

　障害者施策推進部長　障害のある方の暮らし向きは、
国の年金や手当、自治体の手当のほか、就労による収入
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などによって構成されておりまして、障害種別や等級、
家族構成等の違いによってさまざまでございます。都は、
グループホームなどの地域居住の場や通所施設などの日
中活動の場を重点的に整備するなど、障害者が地域で安
心して暮らせるためのサービス基盤の整備を促進してお
ります。

認識を聞いているが、なぜ答えが出ないのか

昨年実施した障害者の実態調査　年間収入額は

　原のり子　認識を聞いていますけれども、なぜ答えが
出ないのかというふうに思います。
　それでは、昨年度実施した障害者の実態調査、ここで
は障害者の年間収入額についても質問がありました。こ
れについては、どのような結果が出ていますか。

　福祉局総務部長　令和５年度（２０２３年度）東京
都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」におきまし
て、令和４年中の障害者ご本人の生活保護費を除く収入
額を聞きましたところ、身体障害者では、回答のござい
ました２６６９人のうち、１００万円未満が３０．９％、
１００万円以上３００万円未満が４１．７％、３００万
円以上５００万円未満が１１．４％、５００万円以上が
８．５％となってございます。
　また、知的障害者につきましては、回答のございま
した８６４名のうち、１００万円未満が４２．０％、
１００万円以上２００万円未満が３３．８％、２００万
円以上３００万円未満が１．７％、３００万円以上が２．
１％となってございます。
　さらに、精神障害者では、回答のございました８７１
人のうち、１００万円未満が５１．４％、１００万円以上
２００万円未満が２４．１％、２００万円以上３００万
円未満が１０．０％、３００万円以上が６．４％となって
ございます。
　さらに、難病患者では、回答のございました１０７５
名のうち、１００万円未満が３０．２％、１００万円以上
３００万円未満が３４．９％、３００万円以上５００万
円未満が１５．１％、５００万円以上が１６．３％となっ
ております。

【障害者本人の生活保護費を除く収入額　２０２２年度】

　　 東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」
■身体障害者（回答 2669 人）
　100 万円未満　　　　　　　 30.9％
　100 万円以上 300 万円未満　41.7％
　300 万円以上 500 万円未満　11.4％
　500 万円以上　　　　　　　　8.5％
■知的障害者（回答 864 人）
　100 万円未満　　　　　　 　42.0％
　100 万円以上 200 万円未満　33.8％
　200 万円以上 300 万円未満　 1.7％
　300 万円以上　　　　　　      2.1％
■精神障害者（回答 871 人）
　100 万円未満　　　　　　    51.4％
　100 万円以上 200 万円未満   24.1％
　200 万円以上 300 万円未満   10.0％
　300 万円以上　　　　　　      6.4％
■難病患者（回答 1075 人）
　100 万円未満　　　　　　     30.2％
　100 万円以上 300 万円未満    34.9％
　300 万円以上 500 万円未満   15.1％
　500 万円以上　　　　　　    16.3％

福祉手当の実質的な価値は下がっている

切実な障害者の声にどう応えていくのか

　原のり子　それぞれ障害種別に応じて答えていただき
ましたけれども、やはり大変厳しいということが分かる
わけです。実態調査の速報では、身体障害者、精神障害
者及び難病患者は５０万円から１００万円未満の割合が
最も高い、知的障害者は１００万円から１５０万円未満
の割合が２１．７％と最も高くなっていると書かれてい
ます。知的障害者の場合は、約６５％が１５０万円未満
の収入ということです。
　都の実態調査では、５年前、１０年前と比較をしてい
ますけれども、大きな変化はなく、相変わらず障害者の
収入が低いということが、この速報でも分かります。し
かも、物価が上がっていますから、福祉手当の実質的
な価値は下がっているといわなければならないと思いま
す。
　陳情には、もともとの文章に、「全ての障害者の健康
で文化的な生活を保障するため、東京都心身障害者福祉
手当を増額すること」というふうに書かれて求められて

障害者福祉手当の拡充
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いるんです。
　いまの障害基礎年金や福祉手当の状況では、健康で文
化的な生活が十分保障されているとはいえないというふ
うに思います。障害のあるなしにかかわらず人が人とし
て生きていく、豊かに生きていくためには、文化的な生
活、社会参加は欠かせません。でも、そこを削らなけれ
ば暮らせないという障害者の声にどう応えていくのか、
これが問われています。

障害者の社会参加の重要性

都の認識は

　原のり子　都は、障害者の社会参加の重要性について
は、どのような認識を持っていますか。

　障害者施策推進部長　障害者基本法におきまして、す
べて障害者は社会を構成する一員として、社会、経済、
文化、その他、あらゆる分野の活動に参加する機会が確
保されることとされております。これを踏まえまして、
都は、障害者総合美術展やふれあいコンサートなど、文
化芸術活動の推進や、障害や障害者への理解の促進を分
かりやすく発信するホームページなどを通じまして、す
べての都民が共に暮らす共生社会の実現に向けて取り組
んでおります。

福祉手当を拡充して

社会参加を諦めない状況をつくることが必要

　原のり子　実態調査では、社会参加をする上で妨げに
なっていることとして、これも質問項目にありますけれ
ども、この答えでは、精神障害者の方は経済的な理由を
挙げる人が３７．４％といちばん多くなっています。ま
た、障害や難病のために諦めたり妥協したことは何です
かという質問もあるんです。これに対して、身体障害者
は旅行や遠距離の外出３２．９％、知的障害者は人付き
合い３１．４％、精神障害者は就職４１．９％、そして人
付き合いが３９．４％、難病患者の方は旅行や遠距離の
外出４１．０％となっているんです。
　バリアフリー化や社会の理解増進によって解決すべき
場合ももちろんたくさんあるんですけれども、旅行や遠
距離の外出や人付き合いはお金がかかるのも特徴で、経
済的な理由も大きなハードルになっているのではないか
と思います。なぜ困難になっているのか、より掘り下げ

て考える必要があると思います。また、就職ができない
ということは、経済的な困難にもつながります。やはり
福祉手当を拡充して、社会参加を諦めない状況をつくっ
ていくことが必要ではないでしようか。

福祉手当は一日も早く拡充を

積極的な議論をすすめることが必要

　原のり子　この実態調査は、障害当事者の方も参加さ
れて実施されています。とても重要なものです。今はま
だ速報ですけれども、これから秋にはまとめた詳細なも
のが出されるとうかがっています。その内容をよく分析
して検討していくことが必要だというふうに思います。
共産党都議団としては、福祉手当は一日も早く拡充をと
いう立場で取り組んでいますけれども、この実態調査を
よく踏まえて検討する、継続して積極的な議論をすすめ
ることが必要であるというふうに考えて、その意見を述
べて、質問は終わります。

障害者福祉手当の拡充
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医療型障害児入所施設

都外の医療型障害児入所施設
厚生委員会質問　2024 年３月

ブログ掲載日は 2024 年４月 23 日

　医療型障害児入所施設を取り上げ、都民が利用する都
外の施設に一日も早く支援してほしい、と訴えました。

【原のり子のコメント】

　医療的ケアが必要なお子さんが利用できる都内施設は
本当に少ない、ということ。そのため、都外施設に入っ
ているお子さんも多いこと。それなのに、東京都として
都外施設に対する支援が公平に行われていないこと。…
さまざまなことがわかりました。実際にカリヨンの杜を
視察させていただき、すべての子どもが命を守られ、発
達を保障されることの大切さを実感しました。そして、
石原都政以来切り縮められてきた福祉を小池都政は継承
している、変えようとしていない、ということも実感で
す。
　東京の子どもたちを受け入れてくださっている都外施
設に、公平に支援を行うよう、とりくんでいきます。視
察を受け入れてくださったカリヨンの杜、また、同行し
てくださった榎本なお蓮田市議に心から感謝申し上げま
す。

医療型障害児入所施設

自閉症児、肢体不自由児、重症心身障害児が対象

　原のり子　初めに、医療型障害児入所施設について、
うかがいます。
　医療型障害児入所施設は、自閉症児、肢体不自由児、
重症心身障害児が対象で、手帳の有無は問わず、児童相
談所、保健センター、医療機関などで療育に必要性が認
められた児童が対象です。

都内の施設数と入所児童数は

都内の児童を受け入れている都外の施設数と入所数は

　原のり子　まず、医療型障害児入所施設について、都
内の施設数と入所児童数、また、都外で都内からの児童
を受け入れている施設数と入所児童数をうかがいます。

　福祉局障害者施策推進部長　都内の医療型障害児入所
施設に入所している児童数は、令和５年（２０２３年）
４月１日時点で８施設１０４名でございます。
　都外の医療型障害児入所施設に都内から入所している
児童数は、１８施設４６名でございます。

かなり都外施設で受け入れてもらっている

サービス推進費が出ている施設と出ていない施設の数は

　原のり子　かなり都外施設で受け入れてもらっている
ということですよね。
　では、都外施設でサービス推進費が出ている施設、出
ていない施設はいくつずつですか。

　障害者施策推進部長　都外の医療型障害児入所施設に
ついて、民間社会福祉施設サービス推進費の補助対象と
なっている施設は３施設であり、補助対象となっていな
い施設は１５施設でございます。

圧倒的に補助対象外　そのわけは

サービス推進費の額はいくらか

　原のり子　圧倒的に対像外となっているわけです。
　補助対象とならない理由は何でしようか。また、サー
ビス推進費はいくらか教えてください。

　障害者施策推進部長　平成８年（１９９６年）５月に、
障害者施策について調査、審議する東京都障害者施策推
進協議会から、入所施設について、今後は住み慣れた地
域で生活し続けたいとする本人や家族の希望選択を最大
限尊重するという観点から、第一義的には都内での設置
を促進していかなければならないという提言を受けまし
た。
　この提言を踏まえ、都外の入所施設について、平成
１０年度（１９９８年度）以降、新たな施設整備を行わ
ない方針とし、運営費を対象とするサービス推進費補助
においても、平成１２年（２０００年）１月の制度創設
以降、新たな施設は対象としておりません。
　都外の医療型障害児入所施設に関し、主として重症心
身障害児を入所させる施設のサービス推進費の基本単価
は、児童１人につき月額６万７３００円でございます。
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医療型障害児入所施設
障害者推進協議会の提言を根拠にしているが

サービス推進費を出すのをやめるとは言っていない

　原のり子　今ご答弁で、障害者施策推進協議会の提言
を根拠にされているんですけれども、提言は、第一義的
には都内の設置を促進と述べているのであって、都外施
設にサービス推進費を出すのをやめることを提言してい
るわけではないと思うんです。あたかも協議会から求め
られているようにいうのは、やめるべきではないかなと
私は思います。

都内施設が足りないから都外を利用している

線引きがおかしいのではないか

　原のり子　実際に都内施設が足りないために都外施設
を利用しているわけですから、新たな施設にはサービス
推進費を出さないという線引きがおかしいのではないか
というふうに思います。
　実際に都内からの児童を受け入れてくれている施設に
は、サービス推進費を出すべきで はないでしょうか。う
かがいます。

　障害者施策推進部長　繰り返しになりますが、平成８
年（１９９６年）の東京都障害者施策推進協議会の提言
を踏まえ、当該の入所施設につきまして、平成１０年度

（１９９８年度）以降、新たな施設整備を行わない方針
とし、運営費を対象とするサービス推進費補助において
も、平成１２年（２０００年）１月の制度創設以降、新
たな施設は対象としてございません。

都内施設だけでは足りない　その責任は東京都にある

都外施設にしわ寄せがいくのはおかしい

　原のり子　ですから、それがおかしいのではないかと
いうふうに思うんです。
　都内施設だけでは現状足りないわけですよね。その責
任は東京都にあるのに、利用させてもらっている都外施
設にしわ寄せが行くのはおかしいし、申し訳ないことだ
と私は思います。
　先ほどのご答弁にあったように、サービス推進費
の基本単価は月６万７３００円ということですから、
１人のお子さん、年間８０万７６００円になるわけ
ですよね、これだけ見ても。もし施設で５人受け入

れれば、４０３万８０００円、１０人受け入れれば
８０７万６０００円になります。すごく大きいわけです。
　他県では、千葉県などは補助を出すとなっています。

子どもたちを助けようと思って受けてくださっている

補助を出さないとは、あり得ない。是正すべきです

　原のり子　子どもたちを助けようと思って受けてくだ
さっているのに補助を出さないというのは、あり得ない
と思います。是正すべきではないでしようか。

都は入所施設をつくる予定はないのか

今後も都内で受けられない場合はどう対応するのか

　原のり子　都は入所施設をつくる予定はないのでしよ
うか。ないとすれば、今後も都内で受けられない場合は
どのように対応していくのか、うかがいます。

　障害者施策推進部長　都は現時点で、医療型障害児入
所施設を新たに整備する予定はございません。
　都は、重症心身障害児等が地域で安心して暮らせるよ
う、日中活動の場である通所施設の整備を促進するとと
もに、一時的に家庭での療育が困難になった場合に施設
等に短期間入所できる病床を確保するなど、在宅支援
サービスの充実に取り組んでおります。

入所が必要なお子さんは必ずいます

都の財政力があればできることではないか

　原のり子　先ほどから引用されている提言には、第一
義的には都内の設置を促進とあるわけですけれども、今
ご答弁にあったように、新たに入所施設を整備する予定
はないということですよね。
　その分、地域で暮らせるように在宅支援サービスを充
実させるとおっしゃっているんですけれども、でも入所
が必要な子どもさんは必ずいますよ。これからも必ずい
るわけです。
　都内に整備する予定がないなら、入所が必要なお子さ
んはこれからも都外の施設を利用させていただくことは
必ず出てくるわけです。
　また、現在入っている子どもさんは、入所している間
ずっと当然ながらお金をかけているわけです、施設では。
　今、サービス推進費の対象外になっているお子さんは、
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先ほど提出していただいた資料によれば３８人というこ
とです。
　もし、サービス推進費の対象になっていれば、年間
３０００万円強、東京都から支出をされるんですよね。
施設にとって非常にこれは大きいことです。
　大きいんですけれども、東京都の財政力からすれば十
分にできることではないかというふうに思います。

都内の子どもたちを受け入れた都外施設

サービス推進費の対象にするよう改善を

　原のり子　どの都外施設でも、都内の子どもたちを受
け入れてもらった場合には、サービス推進費の対象にす
るように改善を求めたいと思います。
　もう一度聞きます。検討を求めますが、いかがですか。

　障害者施策推進部長　繰り返しでございますが、現在、
サービス推進補助において、 平成１２年（２０００年）
１月の制度の創設以降、新たな都外施設は対象としてご
ざいません。

さいたま市のカリヨンの杜を視察

一人ひとりの成長、発達を保障していく大事な場

　原のり子　繰り返しの答弁でとても残念なんですけれ
ども、でも本当に検討していただきたいというふうに強
く求めておきたいと思います。
　先日、里吉都議と一緒に、共産党都議団としてさいた
ま市にあるカリヨンの杜（医療型障害児入所施設）を視
察させていただきました。ここでは１０人の都内の子ど
もたちを受けてくださっています。その１０人の子ども
たち全員を一人ひとり紹介してくださったんです。
　まず最初にお会いしたのは、これからお昼ですといっ
て、テーブルの周りに車椅子で集まっている３人のお子
さん方でした。お昼ですといっても胃瘻（いろう）なん
ですけれども、そこから栄養をこれから注入してお昼な
んだということでテレビを見ていました。その中のある
お子さんは、顎がないために口から食べることはできな
いんだという、そういうお話なんかも聞きました。
　でも、生活リズムを大事にして楽しい時間を一緒に過
ごすそうという雰囲気とか、また、職員の皆さんの本当
に温かい声かけがとても印象深かったです。
　ほかにも、べッドサイドで学校の先生と勉強している

お子さんもいらっしゃいました。
　また、もっと重度になると、ずっとべッドで横になっ
ている状態のお子さん方も多くいらっしゃいました。
　でもスタッフの方々が本当に声かけしながらサポート
していたんですけれども、理事長の先生が一人ひとり紹
介をしてくださりながら、この子はとても成長したんで
すよということをいってくださるんです。
　私はどんなに重い障害をもっていても、一人ひとりの
成長、発達を保障していく、本当に大切な場だというふ
うに思いました。
　ですから、この１０人の子どもたちがここの施設で受
け止めてもらえて本当によかったなと、行き場がなかっ
たら大変なことになっていたなというふうに思ったんで
す。

どの子にもふさわしい場所が用意されるべきです

行き先がなくて困るようなことはあってはならない

　原のり子　どの子どもたちにもふさわしい場所がきち
んと用意されるべきで、都としても、どの子どもも取り
残さないように対応してほしいというふうに思います。
　医療型の施設でないと対応が難しい子どもが、行き先
がなくて困るようなことがあってはならないと思いま
す。
　都は、こうした医療が必要な重い障害を持った児童に
対し、今後どのように対応していくのか見解をうかがい
ます。

　障害者施策推進部長　都は、東京都障害者障害児施策
推進計画に基づき、どんなに障害が重くても必要とする
サービスを利用しながら、障害児やその家族が希望する
地域で安心して生活できるよう、引き続き取り組んでま
いります。

都外施設への支援

一日も早く改善してほしい

　原のり子　とすると、やはり都外施設への支援は、現
状どうしても必要だというふうに思います。
　一日も早く改善をしていただいて、こうした施設を利
用することが必要だというお子さんがこの先も困ること
のないように対応していただきたいというふうに思いま
す。

医療型障害児入所施設
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医療型障害児入所施設

【原のり子のコメント】

　このテーマをとりあげるのは２回目。
　医療型障害児入所施設は不足していて、東京から都外
の施設で受け入れてもらっている子どもたちがいます。
それでも、東京の待機児は４００人を超えています。し
かし、都は、都内施設を増やす方針はもっていません。
施設を必要とする、とくに医療的ケアが必要な子どもた
ちのことをどう考えているのか…本当に疑問ですし、胸
が痛いです。さらに、ひどいのは、そういう状況のなか
で、東京の子どもたちを受け入れてくれている都外施設
にはサービス推進費補助が出されますが、２００１年１
月以降に設置された施設には出していないのです。施設
によって東京都の勝手な線引きで、補助を出している施
設と出していない施設があるのです。しかも、過去に出
された障害者施策推進協議会の提言をその根拠にしてい
ますが、まったく理由にならないばかりか、提言を出し
た方々にもとても失礼だと思います。そこには、サービ
ス推進費を都外施設に出すとか出さないとか、言ってい
るわけではありません。
　なんとも不可解で理不尽な状態がずっと続いているの
です。もうここで解決すべきです。私は、１回目の質問
前に、共産党都議団として都外施設を視察しました。そ
のときの子どもたちの様子をいつも思い出します。どこ
に住んでいても、安心して過ごせるように支えることは
東京都の責任です。そして、受け入れてくださっている
施設に感謝し、公平に支援すべきです。
　解決するまで質問し続けなければならないと思ってい
ます。以下が質疑の内容です。

医療型障害児入所施設

都内と都外　何施設で何人在籍していますか

　原のり子　都外の医療型障害児入所施設のサービス推
進費について、うかがいます。特に医療を必要とする障
害のある子どもたちのための入所施設が医療型障害児入
所施設です。
　まず、昨年度は都内、都外、それぞれの医療型障害児

入所施設に何施設、何人在籍しているのか、うかがいま
す。

　福祉局障害者施策推進部長　都内の医療型障害児入所
施設の入所児者のうち、都内の自治体が実施機関である
人数は令和５年（２０２３年）４月１日時点で９施設、
１１７２人でございます。
　都外の医療型障害児入所施設の入所児者のうち、都内
の自治体が実施機関であり都が把握しております人数
は、令和５年（２０２３年）４月１日時点で２１施設、
１２３人でございます。

都外施設に対するサービス推進費

昨年度の予算・決算は

　原のり子　都外施設については、２１施設に１２３人
の方が入所しているということです。
　それでは、この都外施設に対するサービス推進費の昨
年度の予算、決算はどのようになっていますか。

　障害者施策推進部長　令和５年度（２０２３年度）に
おける障害者支援施設や障害児施設等を対象とする民間
社会福祉施設サーヒス推進費の予算額でございますが、
都内、都外合わせて２１４億８４２６万１０００円でご
ざいます。
　令和五年度（２０２３年度）の決算額でございます
が、２１３億２６００万８０００円となっておりまして、
そのうち都外の医療型障害児入所施設に交付した額は
８５４１万３０００円でございます。

都外施設へのサービス推進費

出しているところと出していないところ　その数は

　原のり子　それでは、都外施設のうちサービス推進費
を出している施設と出していない施設がありますけれど
も、昨年度時点ではいくつですか。

　障害者施策推進部長　都内の自治体が実施機関でござ
います入所児者がいる都外の医療型障害児入所施設のう
ち、都が把握しております施設は２１施設でございます。
そのうち、サービス推進費の補助を行った施設は６施設
でございます。
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サービス推進費を出していない施設

その理由は

　原のり子　２１施設のうち６施設しか補助していない
ということです。
　それで、改めてうかがいたいんですけれども、サービ
ス推進費を出していない施設のその理由をうかがいま
す。

　障害者施策推進部長　平成８年度（１９９６年度）の
東京都障害者施策推進協議会提言におきまして、都内で
の施設の設置を促進すべきという提言を受けたことを踏
まえ、都外の入所施設について、平成１０年度（１９９８
年度）以降、新たな施設整備を行わない方針といたしま
した。
　サービス推進費補助につきましては、平成１２年

（２０００年）１月の制度創設以降、新たな施設は対象
としておりません。

当時の「提言集」を見てみた

どこにサービス推進費を出さない根拠が示されているか

　原のり子　障害者施策推進協議会の提言を踏まえて、
都外に入所施設は新たにつくらない、サービス推進費も
新たな施設には出さないということだと思いますが、お
配りしました資料を見ていただきたいと思います。
　これは、平成９年（１９９７年）８月に当時の福祉局
が障害者施策推進協議会の提言集としてまとめたもの
で、今これネットで見ても出てこなくて、こういう本で
しか見られないんですけれども、これを図書館から借り
て見ました。これを、今の部長の答弁でも根拠にされて
いるんです。
　この提言集の中で、提言は２つあるんですけれども、
その提言の１つ目のものだというふうに思いますけれど
も、この目次を見ていただくと、目次の第３章のところ
が、ちょうど入所施設の在り方と計画的整備の方策とい
うところになるかと思います。
　最後のページを見ていただきたいんですけれども、そ
の部分をコピーしたものがみなさんのお手元に配ったも
のです。
　ここを恐らく、いちばん最後のところです。今後は、
住み慣れた地域で生活し続けたいとする本人や家族の希
望、選択を最大限尊重するという観点から、入所施設の

計画的整備に当たり、第一義的には都内での設置を促進
していかなければならないということをおそらく１つの
根拠にされているのではないかなと思いますが、ただ、
どこにサービス推進費を出さないという根拠が示されて
いるのかというのが分からないんです。そこを教えてく
ださい。

　障害者施策推進部長　先ほど答弁いたしましたとお
り、平成８年度（１９９６年度）の提言におきまして、
都内での施設の設置を促進すべきという提言を受けたこ
とを踏まえ、都外の入所施設については平成１０年度

（１９９８年度）以降、新たな施設整備を行わない方針
としたところでございます。
　サービス推進費は平成１２年（２０００年）１月に創
設されたものでございまして、新たな施設は対象として
おりません。

サービス推進費を出さないという根拠

この資料ではない、ということか

　原のり子　ということは、この資料ではサービス推進
費を出さないという根拠は、この資料では、ないという
ことでいいんでしょうか。ちょっと確認させてください。

　障害者施策推進部長　先ほども答弁いたしましたとお
り、平成８年度（１９９６年度）、また委員ご指摘の９
年度（１９９７年度）に提言されたものでございます。
　サービス推進費につきましては、平成１２年（２０００
年）１月の制度創設でございます。平成８年（１９９６年）
においても、平成９年（１９９７年）においても、新た
な都外施設の入所施設については整備を行わない方針と
平成１０年度（１９９８年度）にいたしましたので、そ
の後に創設されましたサービス推進費補助については、
制度創設以降、新たな施設は対象としていないというと
ころでございます。

厚生委員会の答弁と微妙に違っている

提言とはかかわりなく補助を出さないことにしたのか

　原のり子　そうしますと、私この問題、厚生委員会で
も一度議論させてもらっているんです。そのときの答弁
とは微妙にちょっと違っているんです。つまり、サービ
ス推進費を出さないという、都外施設に対して出さない
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という問題は、この提言とは関わりはないよということ
をお話したということでいいんでしようか。

　障害者施策推進部長　この提言に基づいて、平成１０
年（１９９８年）以降、都外施設は整備していないとい
うところでございます。
　その後、平成１１年（１９９９年）にサービス推進費
が創設されましたので、そちらについても支給の対象と
していないということでございます。

サービス推進費を都外の施設に出さないという判断

一体どこで何を根拠に決まっているのかがわからない

　原のり子　いま聞くと、やはり関連はあるのかな、と
いうふうにも取れるんですけれども、そのサービス推進
費を都外の施設に出さないという判断が、一体どこで何
を根拠に決まっているのかというのが非常に分からな
いんです。今までの答弁では、１つの根拠として、都外
施設をつくるということではなく、第一義的には都内な
んだということをこの提言でいっている。そこを１つの
根拠にしているというふうに、私はこの間議論をしてき
て思っているんですけれども、もし、サービス推進費を
都外施設に出さないということと、今回のこの提言は関
わりはないということであれば、それはそれではっきり
いっていただきたいと思います。それは後でお願いしま
す。

都は、新たな都外の施設整備は行わない方針というが

提言は、第一義的には都内での設置を促進となっている

　原のり子　（都は）新たな都外の施設整備は行わない
方針というふうにいっているんですけれども、ここの提
言、先ほど読み上げたところには、第一義的には都内で
の設置を促進していかなければならないとなっているん
です。

都内でも施設はつくらない

都外の施設にはサービス推進費も出さない

　原のり子　ところが、いま東京都は、都内でも増やさ
ないし、都内で足りない分を都外施設が補ってくれてい
るのに、そこにはサービス推進費も出さないというふう
になってしまっているんです。これは本当に矛盾してい

ますし、説明がつかないと思うんです。

昨年度

都内施設の待機者は何人いますか

　原のり子　改めて確認したいんですけれど、昨年度の
時点で都内施設の待機者は何人いますか。

　障害者施策推進部長　重症心身障害児者入所待機者数
は、令和５年度（２０２３年度）末時点で４４５人でご
ざいます。

サービス推進を出さないことは

「提言」とは関係がない、ということか

　原のり子　すみません、前段にもう１つ聞いていて。
ごめんなさい。サービス推進費を出さないということと、
この提言は、そこは関係ないということであれば、そこ
ははっきりいってくださいっていったんですけれども、
そこの答弁はありますか。

　障害者施策推進部長　先ほど来ご答弁しておりますと
おり、平成８年度（１９９６年度）の提言を受けまして、
平成１０年度（１９９８年度）以降は都外施設の整備を
しておりません。平成１２年度（２０００年度）にサー
ビス推進費、創設されましたけども、そちらについて、
新たな施設については対象としておりません。

答えていただいていない

さらに議論をしていきたい

　原のり子　ちょっと答えていただけていないんですけ
れども、引き続きその点については私も議論をしていき
たいというふうに思います。

待機者４４５人

待機者がいても都内に施設を増やさない方針なのか

　原のり子　それで、先ほどの待機者については４４５
人と、昨年度末時点でもそれだけ多くの方がいらっしゃ
ると。それだけ多くの待機者をどうしようと考えている
のかということが、いま本当に重要だと思うんです。
　東京都は医療型障害者入所施設を、障害児者入所施設
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を必要とする方々も地域移行の対象であり、そのため待
機者がいても都内に施設を増やさないという方針、そう
いう考えなのでしようか。

　障害者施策推進部長　都は、東京都障害者・障害児施
策推進計画に基づきまして、どんなに障害が重くても、
必要とするサービスを利用しながら、障害児者やその家
族が安心して暮らせる社会の実現をめざし、施策をすす
めております。このため、重症心身障害児者等の日中活
動の場でございます通所施設の整備を促進いたしますと
ともに、一時的に家庭での療育が困難になった場合に短
期入所できる病床を確保するなど、在宅支援サービスの
充実に取り組んでいるところでございます。

入所施設が必要な方でも在宅で、ということか

新設を認める国の指導について都の見解は

　原のり子　ということは、入所施設が必要な方でも在
宅でということをいいたいんでしようか。
　昨年８月の第１０期東京都障害者施策推進協議会第２
回専門部会において、東京都重症心身障害児 ( 者 ) を守
る会から意見、要望が出されています。この中で、国は
障害児入所施設について新設を認めないというような指
導はしていないとの指摘があります。都はどのような見
解を持っていますか。

　障害者施策推進部長　都は東京都障害者・障害児施策
推進計画に基づきまして、どんなに障害が重くても、必
要とするサービスを利用しながら、障害児者やその家族
が安心して暮らせる社会の実現を目指し、施策をすすめ
ております。

国の回答に対する都の見解を聞いている

お答えいただきたい

　原のり子　ちょっと確認しますけれども、先ほど東京
都重症心身障害児 ( 者 ) を守る会の意見、要望を紹介し
ましたが、この会が指摘しているのは、正式に国が回答
しているもの、そのものなんです。この国の回答につい
ては認めないということにはならないですよね。都の見
解を聞いていますので、お答えいただけますか。

　障害者施策推進部長　都としては、障害者それぞれの

方が必要とするサービスを利用しながら安心して暮らせ
る社会の実現をめざし、施策をすすめております。

なぜはっきり答弁されないのか、疑問

「守る会」の要望について、都の見解は

　原のり子　必要とするサービスというなかに、この入
所施設が必要な方のそういう要望、必要に応えていくと
いうことをおっしゃっているのかなというふうに思いた
いですけれども、なぜそれをはっきりと答弁をされない
のかというのが私はとても疑問です。
　さらに、先ほど紹介した「守る会」の要望の中には、
やむなく都外施設に入所している都民である重症児者に
は、都内施設利用者と同等の財政支援を提供する観点か
ら、民間施設サービス推進費補助の復活をお願いいたし
ますと述べられているんです。復活といいますか、この
補助をやってくださいということで、この要望が書かれ
ています。これについての都の見解をうかがいます。

　障害者施策推進部長　繰り返しになりますが、平成８
年度（１９９６年度）の提言におきまして、都内での施
設の設置を促進すべきという提言を受けたことを踏まえ
まして、都外の入所施設について平成１０年度（１９９８
年度）以降、新たな施設整備を行わない方針といたしま
した。
　サービス推進費補助につきましては、平成１２年

（２０００年）１月の制度創設以降、新たな施設は対象
としておりません。

「提言」はサービス推進費を出さない根拠にはならない

差別なく補助を　要望は繰り返し出されている

　原のり子　先ほども話しましたけれども、障害者施策
推進協議会の提言は、サービス推進費を出さない根拠に
はなりません。これ提言を出した方々にも失礼ではない
かと私はずっと思っているんですけれども。
　サービス推進費補助を差別なく出してほしいとの要望
は、繰り返し出されているわけです。昨年度だけではな
く、その前もずっとそうです。こうした声をどのように
検討してきたのですか。

　障害者施策推進部長　都はこれまでも東京都障害者施
策推進協議会に、当事者である障害者団体に参画をいた
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だくなど、さまざまな機会を捉えて意見をていねいに聞
きながら障害者施策を推進しております。都は東京都障
害者・障害児施策推進計画に基づきまして、どんなに障
害が重くても、必要とするサービスを利用しながら、障
害児やその家族が希望する地域で安心して生活できるよ
う、引き続き取り組んでおります。

サービス推進費が出ていないために

施設がどれだけ負担しているか

　原のり子　計画に基づきということも繰り返し答弁を
されています。今年度から新しい計画になっていますの
で、私はその計画に基づきということについても、今後
改めて議論をしたいというふうに思います。
　サービス推進費が出ていないために、施設がどれだ
け負担しているか、ほんとご存じだと思うんですけれ
ども、例えば、１人当たり１カ月６万７３００円なん
です、サービス推進費は。年間にしたら、１人当たり
８０万７６００円になります。
　ある施設では、１０人の子どもたちを受けてくださっ
ています。東京の子どもたちを。年間、それだけで
８００万円超えるわけです。それを持ち出して、東京の
子どもたちを育ててくださっているわけです。

都外の施設で受け入れてもらっているのなら

どうしてサービス推進費を出さないのか

　原のり子　都内施設が足りなくて都外の施設で受け入
れてもらっているのなら、どうして、せめてサービス推
進費を出して、東京の子どもたちをお願いしようとなら
ないのか、ほんとに疑問です。

一日も早く

都外施設をサービス推進費の対象にすることを求める

　原のり子　資料として示しました提言に改めて戻って
みますと、住み慣れた地域で生活し続けたいとする本人
や家族の希望、選択を最大限尊重するという観点から、
入所施設の計画的整備に当たり、第一義的には、都内
での設置を促進していかなければならないと書かれてい
て、先にその前の２行を見ていただきたいんです。そこ
には、都外施設には、恵まれた自然環境を生かした生活
が可能であるという利点もあるが、退所後の進路などの

医療型障害児入所施設

不公平な事態を改善すべきです
厚生委員会質問　事務事業質疑　2024 年 11 月

ブログ掲載日は 2025 年１月 20 日

【原のり子のコメント】

　このテーマの質問は３回目。あまりに整合性がなく、
理不尽なので、一日も早く是正すべきと考えています。
都内の施設は待機が４００人にものぼり、入れない。そ
のため、緊急性が高い子どもたちを都外の施設にお願い
することもある。ところが、東京都の子どもたちを受け
入れても、東京都の補助（サービス推進費）を受けられ
る施設と受けられない施設がある。その基準は、施設の
設置年度が１９９９年の前か後か。２０００年以降に設
置された施設には補助は出さない。…説得力ある理由も
なく、東京都が勝手に線引きしています。また、都内に
施設をふやす考えはまったくありません。
　これは、石原都政時代に、次つぎと福祉を削っていっ
た流れのなかでおきています。結局、小池都政のもとで
是正されてきていないのです。医療的ケアを必要とする
障害を持つ子どもたちのために、また、そうした子ども
たちを支えてくださっている施設を支援するために、ど
うしても改善しなければならないと思っています。来年
度予算案ではどうなっているか、注目しています。
　以下が質疑の内容です。

都外の医療型障害児入所施設への補助（サービス推進費）

不公平な事態が続いているので改善を求めてきた

　原のり子　都外の医療型障害児入所施設のサービス推
進費についてうかがいます。
　この間、この質問を重ねてきました。都内の医療型障

問題解決に努める必要があるとあります。施設整備は都
内ですすめつつ、現に都外にいる方々の福祉の向上には
責任を持って対応するというのがあるべき姿です。住み
慣れた地域で暮らし続けられるようにするということは
もちろん大事ですけれども、やむなく都外に行った子ど
もたちにとって、そこが大切な地域です。そこで生活し
やすくしていく責任が東京都にはあります。
　一日も早く、東京の子どもたちを受け入れてくれてい
る都外施設をサービス推進費の対象にすることを強く求
めて、次の質問に移ります。
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害児入所施設に入れず、都外の施設が東京の子どもたち
を受け入れてくれた場合、平成１２年（２０００年）１
月の前までに設置されている施設であれば、子どもの人
数分、サービス推進費を東京都は出すけれども、それ以
降にできた施設には出さないという、不公平な事態が続
いていることについての是正を求めています。

私の３月の質問と１０月の質問とで

答弁が微妙に違っていた

　原のり子　ことし（２０２４年）の３月に厚生委員会
で質問したときの答弁と、１０月の決算特別委員会で質
問したときの答弁が微妙に違っていたと私は思っていま
す。もともとは、こういうふうに答弁されています。平
成８年（１９９６年）の東京都障害者施策推進協議会の
提言を踏まえ、都外の入所施設につきまして、平成１０
年度（１９９８年度）以降、新たな施設整備を行わない
方針とし、運営費を対象とするサービス推進費補助にお
いても、平成１２年（２０００年）１月の制度創設以降、
新たな施設を対象としてございませんと。一体のものと
して答弁されていたんです。
　サービス推進費を出さない根拠に、平成８年（１９９６
年）の提言、これを示していたわけです。ただ、この決
算特別委員会での答弁はそこが微妙に違っていまして、
平成８年の提言を根拠にしているということは、できな
くなっているのではないかと私は受け止めたんです。そ
の提言には、サービス推進費は、もう新しいところには
出しませんとか、そういうことまったく書いていないわ
けですから、それで少し微妙に答弁を変えてきたのかな
と思ったんです。

都外の医療型障害児入所施設

なぜサービス推進費の対象にならない施設があるのか

　原のり子　それで、改めてうかがいたいんですけれど
も、なぜ都外の医療型障害児入所施設において、サービ
ス推進費の対象にならない施設があるのか。その理由を
改めてうかがいます。

　福祉局障害者施策推進部長　平成８年度（１９９６年
度）の東京都障害者施策推進協議会提言におきまして、
都内での施設の設置を促進すべきという提言を受けた
ことを踏まえ、都外の入所施設について、平成１０年度

（１９９８年度）以降、新たな施設整備を行わない方針
といたしました。サービス推進費補助については、平成
１２年（２０００年）１月の創設以降、新たな施設は対
象としておりません。

サービス推進費を２０００年に創設

都外施設は対象にしないことはどこで決まったのか

　原のり子　サービス推進費を平成１２年（２０００年）
１月に制度として創設し、それ以降にできた都外施設は
対象としないということは、どこで決まり、どこに書か
れているんですか。

　障害者施策推進部長　平成８年度（１９９６年度）の
提言を受け、都としてサービス推進費の取り扱いを決定
いたしました。

都外でも新しいところには補助を出さない

根拠は１９９６年度提言なんですね

　原のり子　平成８年度（１９９６年度）のこの提言を
根拠にしているわけですね。それはとても無理がある話
だと思います。今日は、前回、決算特別委員会でこの問
題指摘しましたので、ここでは繰り返しませんけれども、
結局は、東京都の今の考えとしては、平成８年度の提言、
それを根拠にして、サービス推進費でもそういう違いを
出している。都外でも、新しいところにはもう出しませ
んという、その根拠は全部平成８年度の提言ということ
なんですね。もし違うのであれば訂正してください。

２０００年１月以降に設置された施設のなかで

補助の対象外になっているものは

　原のり子　それでは、もう１つ聞きます。平成１２年
（２０００年）１月以降に設置された障害児施設のなか
で、サービス推進費の対象外になっているものは、医療
型入所施設以外には何かありますか。

　障害者施策推進部長　都外に所在する障害児の入所施
設につきましては、医療型障害児入所施設と同様に、サー
ビス推進費の制度創設以降、新たな施設は対象としてお
りません。

医療型障害児入所施設
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　原のり子　医療型障害児入所施設だけではなく、障害
児入所施設については、平成１２年（２０００年）以降
に設置された施設は、サービス推進費が出ていないとい
うことなんですね。

補助が出されていない施設

施設で実質持ち出して子どもを支えている

　原のり子　現在サービス推進費が出されていない施設
にお話をうかがうと、子どもを受け入れる段階で、東京
都から何も補助が出ないとは聞いていなかったという話
もあります。緊急性を考えて、本当に重たい障害等もあっ
て、医療的ケアを早くちゃんと受けさせなければいけな
いと思って、東京の子どもたちを受け止めてくれるわけ
ですね。緊急性を考えて。だけれども、その分、何も都
独自の支援はなく、施設で実質的に持ち出して子どもを
支えているということになります。

施設がある自治体の子は待機している状況もある

そういうなかで東京の子どもたちを受け入れている

　原のり子　さらに、自分の自治体―東京の外ですから
ね。自分の自治体の子どもは待機しているという状況も
あるんです。そういうなかで、東京の子どもたちを受け
入れているけれども、今後の受け入れについては慎重に
ならざるを得ないという声も聞いています。

東京都から補助がないこと

すべての施設に伝えてあるのか

　原のり子　東京都から補助がないという説明は、すべ
ての施設にいっているのですか。

　障害者施策推進部長　都は、受け入れをされている施
設から問い合わせがあった場合に補助の対象となってい
ないっていうことを説明しております。

問い合わせがなければ説明しない

是正すべきだ　もともとの線引きが間違っている

　原のり子　これは、本来、問い合わせがなければ説明
しないというのは、私はいかがなものかと思うんです。
というのは、全ての施設に出していないわけではなくて、

平成１１年（１９９９年）を境にして、出している施設
と出していない施設があるわけだから、あなたのところ
にはサービス推進費は出ないっていうことをちゃんと説
明するべきなんじゃないんですかね。
　だって、施設の人たちは、ほかのところでは、古い施
設で都民を受け入れている場合にはお金が出ているとい
うことを知っているじゃないんですか。だから、自分の
施設でも、子どもを受け入れたらそれなりの補助があ
るって思っているけれども、それは出ませんよというこ
とを特にお知らせもなく、問い合わせがあれば説明す
る。これは、私は本当によくないと思うんです。是正す
るべきだし、もともとのその線引きが間違っていると私
は思っていますから、（平成）１２年（２０００年）を
境に、新しい施設だったら、受け入れてくれても、もう
お金出しませんというそれ自体が間違いですけれども、
ちょっと東京都の対応として、本当に是正しないとまず
いんじゃないんでしようか。

他の県の場合はどうか

新しい施設でも補助を出している事例があるか

　原のり子　それではうかがいますけれども、他の県で
は、県外で自分の県の子どもを受け入れてもらう場合、
新しい施設でも補助を出している事例がありますか。都
は把握していますか。

　障害者施策推進部長　近県の状況につきましては、神
奈川県と千葉県は補助の仕組みがあることを確認してお
ります。

神奈川、千葉には補助がある

「新しい施設に補助は出さない」とはなっていない

　原のり子　近県では、神奈川、千葉は補助があるとい
うことですよね。それらの県というのは、東京都のサー
ビス推進費のように、平成１２年（２０００年度）以降
の施設は対象にしないというような線引きはないんです
よね。他の自治体に自分の自治体の子どもを受け入れて
もらう場合に、新しい施設には補助は出しませんという
ことをやっているわけではないんですよね。

医療型障害児入所施設
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都内施設に入れず待機している子は４００人余

都として都内に施設をつくる予定はあるのか

　原のり子　いま、都内施設に入れず待機している子ど
もたちは４００人を超えているわけです。東京では。
　都として、都外施設に、そうやって新しいところにお
金を払わないっていうふうになっているわけですけれど
も、では、都として都内に施設をつくるという予定はあ
るんですか。

　障害者施策推進部長　都は、東京都障害者・障害児施
策推進計画に基づきまして、どんなに障害が重くても、
必要とするサービスを利用しながら障害児者やその家族
が安心して暮らせるよう、さまざまな取り組みをすすめ
ております。
　具体的には、重症心身障害児者等の日中活動の場でご
ざいます通所施設の整備を促進するとともに、一時的に
家庭での療育が困難になった場合に、短期入所できる病
床を確保するなど、在宅支援サービスの充実に取り組ん
でおります。

施設を必要とする子は必ずいる

補助を出す・出さないを勝手な基準で決めていいのか

　原のり子　在宅支援を充実することは、もちろん大事
だと思っています。しかし、施設を必要とする子どもた
ちは必ずいます。これからもいます。そのときに、都内
施設は整備はしない、都外施設には受け入れてもらって
も、新しい施設には補助も出さない。出す施設と出さな
い施設を都の勝手な基準でつくり出してしまっているわ
けですよね。私は、これは本当にあり得ないと思ってい
ます。

都外に行った子どもたちにとって

そこがその子の地域なんです

　原のり子　子どもたちが、この平成８年（１９９６年）
の提言でも、決算特別委員会でも触れましたけれども、
あの提言では、子どもたちを住み慣れた地域で育ててい
くということが書かれているわけですけれども、この都
外の施設に行った子どもたちにとっては、そこがその子
の地域なんですよ。だから、本当にそこで子どもたちが
安心して過ごせるように、東京都の子どもたちですから、

支援をしていくっていうのは、私は当然だと思うんです。

どこの施設にも平等にちゃんと補助を出す

一日も早く是正してもらいたい

　原のり子　これだけ本当にたくさんの待機児がいるな
かで、何とか受け入れましょうと受け入れてくれた都外
施設に対して、どこの施設にも平等にちゃんと東京都が
補助を出す、そういうふうに、もうここで切り替えるべ
きだと思うんです。これは、もう長くこの状態が続いて
きてしまっているわけですけれども、ぜひ、一日も早く
是正をしていただきたい。

医療的ケアが必要で、重度の障害のある子どもたち

その子たちの命を救うためにも強く指摘したい

　原のり子　本当に、この医療的ケアが必要で、重度の
障害のある子どもたちがたくさんいて、その子たちの命
を救うためにも、そのことを強く指摘をして、ぜひ検討
していただきたいということを述べておきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

医療型障害児入所施設

都外にある施設への補助金是正
厚生委員会質問　2025 年３月

ブログ掲載日は 2025 年３月 31 日

　都外にある医療型障害児入所施設に対する東京都の補
助（サービス推進費補助）を是正する、と都が表明した
ことを受けて、質問しました。

【原のり子のコメント】

すべての都外施設が補助の対象に

　医療型障害児入所施設は、医療的ケアが必要な重症心
身障害児が入所する施設です。都内の施設では足りず、
都外にある施設を利用せざるを得ない子どもたちが多く
います。ところが都は、２０００年１月以降に設立され
た施設には補助を出さない不公平を続けてきました。私
は厚生委員会や決算特別委員会で３回この問題を取り上
げ、今議会は共産党都議団として本会議で質問（藤田りょ
うこ都議の第２代表質問＝一般質問の１人目）に入れま
した。ついに、是正すると本会議で都が表明。２０２５
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医療型障害児入所施設
年度からすべての都外施設が補助の対象になります。
　問題はこれからです。確実に是正されることはもちろ
んのこと、待機児が４００人を超えている状況を一日も
早く解決しなければなりません。そのため、厚生委員会
で再度とりあげました。

一人ひとりにふさわしい暮らしの場を

　私は、質問しながら、都外施設をたずねて子どもたち
と会ったことを思い出していました。生まれつき口から
ご飯は食べられず、言葉も話さず、胃ろうの子どもたち
が、お昼の時間にテレビのまわりに車いすであつまり、
医療スタッフの方が「これからお昼なんですよ」と教え
てくれたこと。ベッドでずっと寝ている状態の子どもさ
んを、「この子はここにきてからとても成長したんです
よ」と教えてくれる先生。一人ひとりの命の重さを実感
し、施設にいて成長していく子どもたちの存在に胸が
いっぱいになりました。その命を支えるために、今回の
是正は当然のことですが、一人ひとりにふさわしい暮ら
しの場がすべての障害児に保障されるよう、引き続き取
り組んでいきたいと思っています。
　以下が質疑の内容です。

都外にある医療型障害児入所施設

東京の子を受け入れても都の補助が出ない施設があった

　原のり子　日本共産党の原のり子です。医療型障害児
入所施設についてうかがいます。医療的ケアが必要な重
症心身障害児が入所する医療型障害児入所施設が不足し
ているため、都外の施設に入所している子どもたちがい
ます。東京都は子どもの人数分、サービス推進費補助を
施設に出しています。しかし、２０００年１月以降に設
立された施設には、この補助を出していません。東京の
子どもたちを同じように受け入れても、補助が出ていな
い施設と出ている施設がある。これはあまりに公正さを
欠いており、直ちに是正すべきだ、とこの間、質問を重
ねてきました。

来年度から是正されることに

なぜ是正が必要だと考えたのか

　原のり子　来年度において、サービス推進費の対象に
なっていなかった２０００年以降に設立された施設につ

いても対象になるという是正がされることはよかったと
思います。なぜ是正が必要だと考えたのか、うかがいま
す。

　福祉局障害者施策推進部長　近年、医療の充実等を背
景といたしまして、入所年数の長期化とともに重症心身
障害児が増加し、都外の施設に入所する都内の児童が増
えている実態もあることを踏まえ、障害の特性に応じて
質の高いサービスが提供できるよう、来年度から必要な
措置を行うこととしております。

４１人が都外の施設に入り、３４人が補助の対象外

不公平が長年放置されてきたことは問題だった

　原のり子　きょう提出していただいた資料によると、
昨年４月１日の時点で、医療的ケアが必要な子どもた
ちが４１人都外の施設に入所していて、そのうち３４人
がサービス推進費補助金の対象になっていないというこ
とが分かります。３４人の子どもたちを受け入れてくだ
さっている都外施設に対し、この不公平を是正すること
は当然だと思います。このことが長年放置されてきたこ
とは、本当に問題だったと思います。

これまで３回にわたって質問し是正された

都に要望を出していた施設や団体に感謝

　原のり子　この間、私は、３回にわたり質問してきま
したが、そのときは、１９９６年５月に障害者施策推進
協議会から出された都内での施設の設置を促進すべきと
いう提言を踏まえて、１９９８年からは、都外施設の施
設整備は行わないことにした。そして、サービス推進費、
２０００年１月に創設しましたけれども、これは新たな
施設には適用しないとしたという説明が繰り返されてい
たと思います。
　これを、２０００年以降に設置された都外の医療型入
所施設で東京の子どもたちを受け入れてもらっても、そ
こに補助が出していないという根拠にしていたのだと思
います。
　しかし、都外施設を今後都としてつくらないというこ
とが方針になっていても、現に都内の施設が足りないた
めに、都外施設で受けてもらっているのに、そこが新し
い施設であれば、補助は出さないし、古い施設なら補助
は出すというのは、何とも納得のいかない内容でした。
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これが是正されることは本当によかったと思っていま
す。このことを指摘をし、都に対して要望も出されてい
た施設また団体に感謝をしたいと思います。

どのように是正するのか

さかのぼって補助を出すべきだ

　原のり子　では、今回、サービス推進費補助が出てい
なかった都外施設に対し、具体的にどのように是正する
のでしようか。きちんとさかのぼって補助を出すべきと
考えますが、いかがでしよう

　障害者施策推進部長　都は、来年度から必要な措置を
行うこととしております。

都外施設の多大な尽力に応えて

誠実に対応することを求める

　原のり子　恐らくこれから細かいところをつめていく
のだと思いますが、そのときに、都外施設のこれまでの
多大な尽力に応えて、誠実な対応をすることを強く求め
ておきたいと思います。
　そして、当然のことながら、サービス推進費補助が出
ていないすべての都外施設にお知らせを出して、漏れな
く補助を出していただきたいと思いますが、いかがです
か。

　障害者施策推進部長　来年度から行う措置につきまし
ては、現在詳細を検討中でございまして、関係者には適
切に周知等を行うこととしております。

　原のり子　十分な検討と対応を強く求めておきたいと
思います。

施設に入れない待機児は４００人余

施設を増やさない都の姿勢が問題だ

　原のり子　この問題、今回の問題を解決しても、これ
で根本的な解決になったわけではありません。なぜなら、
待機児が４００人を超えているという状況があるからで
す。これをどう解決していくのかが、改めて都に問われ
ていると思います。都外施設に頼らざるを得ない状況
であるにもかかわらず、施設を増やさないという都の姿

勢自身が問題であるのではないかと私は指摘してきまし
た。

一日も早く子どもたちが施設に入れるよう

都内施設を増やすことも検討すべきだ

　原のり子　どんなに在宅支援を充実させるといって
も、施設が不要になるわけではありません。施設に入り、
いつでもケアが十分受けられる中で成長していく子ども
たちもたくさんいます。一日も早く子どもたちが施設に
入れるように、都内施設を増やすことも検討すべきでは
ないかと考えますが、見解をうかがいます。

　障害者施策推進部長　都は、東京都障害者・障害児施
策推進計画に基づきまして、必要とするサービスを利用
しながら障害児者やその家族が安心して暮らせるよう、
さまざまな取り組みをすすめております。
　具体的には、重症心身障害児者等の日中活動の場でご
ざいます通所施設の整備を促進いたしますとともに、一
時的に家庭での療育が困難になった場合に短期入所でき
る病床を確保するなど、在宅支援サービスの充実に取り
組んでおります。

すべての障害児

一人ひとりふさわしい生活の場が保障されることが大事

　原のり子　すべての障害児が一人ひとりふさわしい生
活の場が保障されることが大事です。さらに、小池知事
は、障害児の家庭の支援を公約をされています。障害児
の親の自己責任にせず、社会全体で支えていくというこ
とを据えて施策を推進していくことを求めたいと思いま
す。そのために、医療型障害児入所施設の増設が必要で
す。そのことを強く指摘をして、次の質問に移ります。

医療型障害児入所施設
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障害者雇用と青年・成人の余暇支援

余暇支援・居場所支援の充実を
予算特別委員会質問　2022 年３月

ブログ掲載日は 2022 年３月 21 日

【原のり子のコメント】

　施政方針演説で知事は、「放課後等デイサービスにつ
いては、国の報酬改定を踏まえ、都独自の財政的支援を
講じます。実務経験のある職員の増員や、預かり時間の
延長、送迎の実施などを補助要件とすることで、事業者
のサービスの質の向上を後押しいたします」と述べまし
た。補助要件として挙げている内容については、問題点
もありますが、知事が放デイの大事さを認めて独自支援
する、というのは初めてのことです。現場のみなさんの
声が動かしています。
　放デイを認めたのであれば、学齢期をすぎた障害のあ
る青年の方たちの居場所の重要性もきちんと理解してほ
しい。そういう思いで１問聞きました。今の段階で、余
暇活動の場の確保が進むように支援する、と都が答弁し
たことは重要です。引き続き働きかけます。
　以下が質疑の内容です。

余暇や居場所は生きていく上で必要なもの

支援の充実を強く求める

　原のり子　障害のある青年・成人の余暇支援について
うかがいます。知事は、施政方針で放課後等デイサービ
スの支援について詳しく言及しました。障害のある子ど
もたちの大切な場所である放課後等デイサービスです
が、学齢期が終わるとたちまち居場所がなくなってしま
います。福祉作業所や一般就労をしている障害のある青
年の人たちが、仕事のあと立ち寄れる、仲間と交流でき
る、そういう場所はとても大事です。東京都の包括補助
を活用して居場所支援をしている自治体は２０１８年に
８自治体でしたが、少しずつ増えて、現在は１１自治体
だと聞いています。しかし、放デイの数からみれば、もっ
とスピードアップすることが求められています。改めて、
障害をもった青年・成人の余暇支援・居場所支援の必要
性をどう認識しているかうかがいます。

　福祉保健局長　障害の有無にかかわらず、スポーツや
レクリエーションなどの余暇活動を楽しむことは、コ

ミュニケーション能力の向上など、社会で生きる力を高
めるものであり、障害者の余暇活動には障害特性や意思
疎通への配慮などが必要であります。都は、余暇活動の
場の確保が進むよう、引き続き区市町村の包括補助で支
援してまいります。

　原のり子　余暇活動、余暇支援は余分な時間、余暇と
いうのは余分な時間ではなくて、生きていくのに必要な
時間、そして場所です。支援の充実を強く求めておきた
いと思います。

障害者雇用と余暇支援
本会議一般質問　2023 年 9 月

ブログ掲載日は 2023 年 10 月 18 日

【原のり子のコメント】

　東久留米市において、地域の連携のなかで、超短時間
の障害者雇用が進められていることを、ぜひ取り上げた
いと思っていました。当事者のＡさんのお話しにたくさ
んのことを学び、そのことをベースにしました。
　問題意識と得られた答弁は…
　（１）商工会が都の補助事業を活用して推進していま
すが、この補助事業を継続してほしいと思い質問。→「成
果をあげている」と答弁した。
　（２）障害者雇用は、時間の長短だけではかるべきで
はない。また、一般就労や福祉的就労など、どの働き方
も大事だ。→知事が、共生社会の実現が大切だと述べた
うえで、福祉的就労への支援も含めてとりくんでいるこ
とに言及した。
　（３）生活訓練事業所の役割を明らかにしたい。→「障
害者の地域での生活を支える役割を担って」いると意義
を認めた。
　（４）余暇支援の場は精神障害の人たちにも、もっと
つくられることが必要との問題意識で質問。→さまざま
な障害の方へとの包括補助で支援すること、活用を働き
かけていくことが答弁された。
　これらは、今後の足掛かりになる大事な答弁と思いま
す。
　そして、何より私がいいたかったのは、この質問の最
後の部分です。ぜひ、お読みいただければうれしいです。
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障害者雇用と青年・成人の余暇支援
一人ひとりの状況や思いを大事にした障害者雇用へ

統合失調症のＡさんが働き続けることになったわけは

　原のり子　最初に、一人ひとりの状況や思いを大事に
した障害者雇用についてうかがいます。
　統合失調症で３０代のＡさんは、現在、東久留米市に
ある機械メーカーの工場で週３日、１日３時間働いてい
ます。Ａさんの仕事は、機械部品の不要な突起物を取り
除くバリ取りという作業です。今は、安定的に仕事をし
ていますが、ここに至るまでにはいろいろな苦労があっ
たとうかがいました。
　大学卒業後、大手物流会社に就職しましたが、うつ病
を発症します。その後、静養しながらもくりかえし、就
労にチャレンジします。途中、統合失調症を発症し、障
害者雇用で就職もしますが、心身ともに不調となって退
職し、生活訓練事業所に通うことになります。
　生活訓練事業所で、日常の生活を大事にしながら、社
会体験として、企業などの仕事を見学する会に参加しま
す。これは、東久留米市商工会議所が都の地域人材確保
総合支援事業を活用して、障害者やひきこもり経験者向
けに実施したものです。そこで、バリ取りの作業をみて、
ぜひやりたいと思い、３カ月間の就業体験をします。そ
れがきっかけで、その後も、働き続けることになったの
です。
　Ａさんに、「仕事をしていて充実している、と感じる
ときはどういうときですか」とうかがうと、「私がバリ
取りした部品が組み立てられている光景をみたとき。す
ごい仕事をしているんだとわかる」と話してくれました。
社会に出て、たくさん苦労してきたＡさんが、今やりが
いを感じながら、社員の人たちと一緒に仕事をしている
ことに感動します。

地域人材確保総合支援事業

目的と実績は

　原のり子　まず、質問１　東京都の地域人材確保総合
支援事業の目的と実績をうかがいます。
　（注）地域人材確保総合支援事業について都は、ホー
ムページで次のように説明しています。「地域の実情に
応じて実施する、中小企業の人材確保に向けた区市町村
等の自主自立的な取組の継続や、他の地域のモデルとな
る先進的な取組を支援します。区市町村や商工会等へ補
助金を交付し実施します」

　産業労働局長　地域での中小企業の人材の確保と定着
についてでございますが、都は、地域の実情に応じた区
市町村による中小企業の人材の確保や定着に向けた取り
組みに支援をおこない、成果をあげているところでござ
います。

一人ひとりの状況や特性に応じた柔軟な働き方へ

事業を継続し希望する自治体が活用できるように

　原のり子　質問２　この事業を活用することにより、
一人ひとりの状況や特性に応じた柔軟な働き方が可能
になり、障害者やひきこもり経験者をはじめ、生きづら
さを抱えた方たちの選択肢が増えていくことが望まれま
す。これからも事業を継続し、希望する自治体がもれな
く活用できるようにしていくことを求めますがいかがで
すか。あわせて、好事例を積極的に自治体に紹介するこ
とを求めます、いかがですか。

　産業労働局長　区市町村の雇用施策への支援について
でございますが、都は、地域の実情に応じ、中小企業の
人材の確保や定着に向け取り組みをおこなう区市町村の
希望に応じ支援をおこなっており、その事例はウェブで
紹介しております。

障害者雇用で大事なこと

障害特性に応じて生きいきと仕事ができているか

　原のり子　質問３　Ａさんの労働時間は週９時間で
す。障害者雇用率制度にもとづく来年度からの短時間労
働者の基準からすると、あと１時間足りません。しかし、
雇用率を上げるために、あと１時間無理して延ばす、と
していないことは重要です。障害者雇用において大事な
のは、時間の長さだけで評価するのでなく、障害特性に
応じて生きいきと仕事ができているかだと思います。見
解をうかがいます。

　産業労働局長　障害者の働き方についてでございます
が、都は、職場で働く障害者の方が、その状況に応じ仕
事を適切にすすめることができるよう、専門家による支
援をおこなっております。
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障害者を支える各機関の連携と生活訓練事業所

「今後の人生を歩む上での気づきをした場所」

　原のり子　Ａさんの新たな挑戦を支えたのは、商工会、
企業、就労支援相談室、生活訓練事業所などの連携の力。
そして、生活訓練事業所の存在です。Ａさんは、生活訓
練事業所について、「今後の人生を歩む上での気づきを
した場所」と話してくれました。一人ひとり違っていい
んだと気づき、「早く働かなければ」という焦りから少
しずつ解放され、生活を大事にする力をつけていきます。
　質問４　生活訓練事業所は２年間、事情により３年間
通うことが認められます。生活訓練事業所で、自分を見
つめ、暮らしや就労について学び、体験することができ
る、その重要性について、どのように認識していますか。

　福祉局長　生活訓練事業所は、障害者が自立した日常
生活または社会生活ができるよう、生活能力の向上のた
めに必要な訓練、生活等に関する相談および助言をおこ
なっておりまして、障害者の地域での生活を支える役割
を担っております。

仕事をしたあとの余暇支援の場

補助率を引き上げて活用を広げるべきだ

　原のり子　質問５　就労したあとも大切です。仕事の
あとに立ち寄ってほっとできる、仲間と過ごせる余暇支
援の場は、孤立せず、日々の生活を豊かにするために必
要です。都の補助を活用して余暇支援を実施している自
治体は少しずつ増えて現在１５自治体と聞いています。
障害種別にかかわらず、余暇活動の場を確保するために
都の補助を活用できることをもっと周知するとともに、
補助率を引き上げて活用を広げるべきではないでしょう
か。都の見解をうかがいます。

　福祉局長　都は、さまざまな障害を有する方が就労後
や休日に地域の人々と交流できる余暇活動の場を確保す
る区市町村の取り組みを、包括補助により支援をしてお
ります。また、こうした地域の実践を事例集にまとめま
して区市町村に紹介するとともに、引き続き、事業説明
会等の場におきまして包括補助の活用を働きかけてまい
ります。

一人ひとりに応じた働き方、生き方を保障してこそ

選択できることが大事

　原のり子　戦後、日本では、障害者が働くことがあた
りまえにならず、１９６０年代から、共同作業所が自主
的に全国各地域につくられていきました。障害者の働き
たいという願いの実現、そして、障害者を仕事に合わせ
るのでなく、その人にあった仕事をつくりだし、それを
地域に根差して進める大事な役割を果たしてきました。
こうした歴史もふまえ、
　質問６　障害者雇用は、一人ひとりに応じた働き方、
生き方を保障するという観点が大事です。一般就労もあ
る、超短時間の雇用もあれば、福祉的就労もある。どれ
も大切にされ、選択できることが大事だと考えますが、
知事の見解をうかがいます。

　小池知事　誰もが障害の有無にかかわらず、職場や地
域の中でともに暮らし、支え合う共生社会の実現が大切
であります。都は、障害のある方が自分らしく働き、希
望する地域で安心して暮らせるよう、障害者の雇用促進
や福祉施設におけます就労支援など、さまざまな施策に
取り組んでいるところでございます。

働けるか働けないかという物差しではなく

だれもが「生きていていい」と思える社会へ

　原のり子　そして、根本的には、働けるか働けないか
という物差しではなく、一人ひとりの存在そのものに価
値があり、だれもが「生きていていい」と思える社会に
していくことが必要だと強く述べたいと思います。

障害者雇用と青年・成人の余暇支援
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放課後等デイサービスと学校の連携

放デイと学校の連携について
決算特別委員会質問　2024 年 10 月

ブログ掲載日は 2024 年 11 月 17 日
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　放課後等デイサービス（放デイ）と学校の連携につい
て、教育庁に質問しました。

【原のり子のコメント】

　もっと踏み込んでやりとりをしたかった、と反省が残
りますが、放課後等デイサービスとの連携について、教
育庁に質問するということを初めて行い、状況がわかり
ました。つまるところ、特別支援学校がどのように放デ
イと連携しているのか、教育庁としてはあまり把握して
いない…。国の通知も出ていますが、それにもとづき、
教育庁として放デイとの連携を意識的にとりくんできた
とはいえないのではないか。そもそも、放デイを利用し
ている子どもがどのぐらいいるかも答弁がありませんで
した。驚きました。そういうなかで、「支援が必要な子
どもや、その保護者の個々のケースに応じ、その内容は
異なりますけれども、いずれにいたしましても、教育と
福祉の連携については、その内容に応じてすすめること
が重要であると考えてございます」と答弁があったこと
は今後の足がかりになるのではないかと思います。
　引き続き、改善に向けとりくんでいきたいと思います。
以下が質疑の内容です。

放課後等デイサービスは障害をもつ子たちの学童保育

成長していくうえで欠かせない場

　原のり子　放課後等デイサービスと学校の連携につい
てです。
　放課後等デイサービスは、障害を持つ子どもたちの学
童保育です。学校から、ただいまと帰る第２の家であり、
また長期休みも支えています。子どもたちにとって、家
庭、学校、放課後等デイサービス、それぞれが成長して
いく上で、どれも欠かすことのできない大切な場といえ
ます。それだけに連携がとても重要だと思います。

都内の特別支援学校、特別支援学級の在籍者数は？

放課後等デイサービスを利用している人数は？

　原のり子　まず、昨年度、都内の特別支援学校、特別
支援学級に在籍している人数は何人で、そのうち放課後
等デイサービスを利用している人数は何人いると把握を
しているか、うかがいます。

　教育庁特別支援教育推進担当部長　東京都では、毎年
統計を取っている令和５年度（２０２３年度）公立学校
統計調査報告書において既に公表しておりますとおり、
令和５年度東京都公立特別支援学校に在籍する幼児、児
童生徒数は１万３９７８人、東京都公立小中学校の特別
支援学級に在籍する児童生徒数は１万３９９８人でござ
います。
　放課後等デイサービスにつきましては、学校に直接迎
えに来る事業者ばかりではないことなどから、都教育委
員会では利用している人数を把握することはできませ
ん。

学校では把握しているのではないか

都教委が全体を把握してしかるべきだ

　原のり子　学校では、少なくとも直接学校に迎えに来
る事業者の数と、何人の子どもたちが通っているかは把
握されていると思われます。これは連携していく上では
基本だと思っていまして、全体の人数のうちどのぐらい
の子どもが放デイを利用しているのか、各学校が把握を
しているのか、都教委が全体を把握してしかるべきと私
は思います。

学校と放課後等デイサービスとの連携の大切さ

国の通知を受け都教委はどう考える

　原のり子　今年の４月２５日付で、こども家庭庁、文
科省、厚労省の連名で、「地域における教育と福祉の一
層の連携等の推進について」と題する通知が発出され
ています。これは学校や区市町村に既に送られていると
思いますけれども、教育と福祉の連携については、既に
２０１８年（平成３０年）５月２４日付で文科省と厚労
省連名の「教育と福祉の一層の連携等の推進について」
と題する通知が各都道府県等に発出をされています。
　先ほどいった４月２５日の通知も、この２０１８年の
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通知に基づいて取り組みを一層進めるようにという位置
づけになっていますので、この２０１８年の通知という
のは非常に大事だと思います。
　昨年度までは、この２０１８年の通知に基づいて教育
と福祉の連携の努力がされてきたと思われますが、この
通知については各特別支援学校、区市町村には送られて
いるのでしょうか。

　特別支援教育推進担当部長　都立特別支援学校及び区
市町村教育委員会に対しまして通知を行ってございま
す。

　原のり子　この２０１８年の通知では、教育と福祉の
連携について、こういうふうに書かれています。「相互
理解の促進や保護者も含めた情報共有の必要性が指摘さ
れているところであり、各地方自治体において、教育委
員会や福祉部局の主導のもと、支援が必要な子供や保護
者が、乳幼児期から学齢期、社会参加に至るまで、地域
で切れ目ない支援が受けられる支援体制の整備が求めら
れている」と述べられています。
　この通知も受けて、都教委としては、学校と放課後等
デイサービスが連携する大事さについて、どのように捉
えていますか。

　特別支援教育推進担当部長　教育と福祉の連携につき
ましては、その内容に応じてすすめることが重要である
と考えてございます。

「内容に応じてすすめることが重要」

これはどういう意味ですか

　原のり子　通知に基づいて学校と放デイが連携する大
事さについてどう捉えていますかと聞いたんですけれど
も、内容に応じてすすめることが重要。これはどういう
意味なんでしょうか。教えてください。
　あわせて、連携の重要性について認識されているのか
どうか、うかがいます。

　特別支援教育推進担当部長　支援が必要な子どもや、
その保護者の個々のケースに応じ、その内容は異なりま
すけれども、いずれにいたしましても、教育と福祉の連
携については、その内容に応じてすすめることが重要で
あると考えてございます。

通知では、連携の強化が重視されている

そのための方策を具体的に示している

　原のり子　その内容に応じてすすめること、連携は重
要だということだと受け止めますが、この通知は発達障
害者支援法一部改正を踏まえて、連携の強化が一層重視
をされるということで出されているんですよね。具体的
にこの通知では、連携の強化のための方策を示していま
す。かなり具体的な通知になっていたんです。これに沿っ
てこれまでどういう努力をされてきたかということを、
この時点において検証していくことが私は大事だと思っ
ています。

通知は、学校と放デイなどとの関係構築を謳っている

都教委としてはどうでしょうか

　原のり子　この通知で指摘されていることについての
都としての取り組みを確認したいと思うのですが、まず
１つめとして、教育委員会と福祉部局、学校と放デイな
どとの関係構築の場を設置するということがこの通知の
中には書かれていますが、これについてはいかがですか。

　特別支援教育推進担当部長　放課後等デイサービス
は、各家庭が個々の事業者との契約に基づき利用するも
のでございますが、都立特別支援学校では事業者に対す
る学校説明会の開催などにより関係構築の場を設けてご
ざいます。

学校説明会の開催とは？

継続して連携する場はつくられていないのかどうか

　原のり子　恐らく各学校でそれぞれ工夫してやられて
いることなどもあると思うんですけれども、学校説明会
の開催ということですけれども、これどういうことかと
いうことを説明をしていただきたいのと、あと関係構築
をしていくために継続して連携する場はつくられていな
いのかどうか、うかがいます。

　特別支援教育推進担当部長　先ほどご答弁申し上げま
した説明会とは、事業者に対し学校への理解を深めるた
めに行っている説明の機会でございます。継続してとい
うことでございますが、個々学校の必要に応じて対応し
ているものと認識しております。
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各学校が継続しながら関係構築の場を続けているのか

都教委として調査や聞き取りをしてほしい

　原のり子　たしかに、恐らくそれぞれの学校で、それ
ぞれ工夫してやられている面もあるというふうに思いま
す。やっぱり関係構築していくためには継続が非常に重
要ですので、どのように各学校が継続しながら関係構築
の場を続けているのか、そこはぜひ調査をしていただき
たい、聞き取りをしていただきたいと思います。
　また、事業者に対する学校説明会というのも、これを
１回やれば、それで関係構築になるのかといったら、そ
うではないと思いますので、その内容なども確認をして
いただきたいと思います。

障害のある子どもに係る福祉制度の周知

これはどのようになっているのか

　原のり子　それでは、通知で具体策として書かれてい
る２つ目として、学校の教職員等への障害のある子ども
に係る福祉制度の周知、これをやっていくことが大事と
位置づけられていますが、それはどのようになされてい
ますか。

　特別支援教育推進担当部長　都教育委員会は、障害の
ある子どもに係る福祉制度につきまして、校長会等にお
いて周知を図ってございます。

教職員の放デイへの理解を深める機会

都教委はこの機会をどのように設けてきたのか

　原のり子　この通知の中には、例としてこういうふう
に書かれています。小中学校から放デイへの送迎時にお
いて、放デイについての教職員の理解が深まっていない
ために、対象児童生徒の学校における様子などの情報提
供をはじめとする学校の協力が得られにくいことがある
と具体的に書かれているんです。
　教職員の放デイへの理解を深める機会をこれまで都教
委ではどのように設けてきたのでしようか。昨年度含め
てうかがいます。

　特別支援教育推進担当部長　例えば都立特別支援学校
において、地域の福祉部局関係者等を講師とした研修の
実施や、福祉制度関連の資料配布などの事例を紹介して

ございます。

教職員全体が理解を深めるために機会を設けていく

好事例は紹介をしながら広げていただきたい

　原のり子　そういうことをやっている学校もあるとい
うことですよね、恐らく。それで先ほどの、その前のご
答弁で、校長会等で周知をしているというお話でしたけ
れども、その校長会で周知をするのも、どのぐらいの頻
度でやられているかというのは分かりませんけれども、
やっぱり教職員全体が理解を深めるために機会を設けて
いくということが本当に必要だと思いますので、そこは
各学校どのように取り組まれているか、ぜひ都教委でも
把握をして、好事例は紹介をしながら広げていただきた
い。そのことは求めておきたいと思うんです。

学校と放課後等デイサービス

お互いの活動内容や課題、連絡先の共有は ?

　原のり子　通知の中の具体策としての３つ目ですけれ
ども、３つ目として学校と放デイにおいてお互いの活動
内容や課題、担当者の連絡先の共有、これは実施されて
いますか。

　特別支援教育推進担当部長　都立特別支援学校では、
放課後等デイサービス事業者との間で連絡会を開催する
などの連携を行ってございます。

通知には「連携できていない」とある

この事態は改善されているのか

　原のり子　これは連絡会を開催するなどの連携をして
いるということなんです。ちょっと先ほどの答弁と、ま
た少し違うなと思いながらも、ただ、学校ごとに恐らく
これも違うということだと思います。そこはどこの学校
でも連携できるような、そういう連絡会を開催していく
ということが必要なんじゃないかと思います。
　それで、これについても通知ではこういうふうに書か
れています。
　「学校と放課後等デイサービス事業所において、お互
いの活動内容や課題、担当者の連絡先などが共有されて
いない等により、両者の円滑なコミュニケーションが図
れず連携ができていない」と、かなり具体的な指摘がさ
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れていますが、これ自身は改善されたということでしよ
うか。

　特別支援教育推進担当部長　都教育委員会といたしま
しては、通知の趣旨に基づいて学校に通知いたしまして、
その趣旨は理解されているものと認識してございます。

学校で子どもの変化があった場合

学校から放デイにはどのように伝えているのか

　原のり子　ちょっと直接のお答えじゃない感じはしま
したけれども、ここがとても大事なところで、実際にこ
の間コロナ禍の下で、学校での感染などの状況が分から
なくて、「放デイで対応がかなり苦労した」「不安だった」、
こういう声もあったんです。学校と本当に小まめに連携
が取れて、よく情報を把握することができれば、対策を
取りやすいという声もあったんです。
　それで、もうちょっと具体的に聞きますけれども、学
校で何かアクシデントのようなこと、子どもの変化が
あった場合、学校から放課後等デイサービスにはどのよ
うに伝えているんでしようか。

　教育庁指導部長　児童生徒に体調不良などが起きた場
合、学校は保護者に連絡し、保護者が事業者と連絡を取
り合っております。

放デイから学校に緊急に問い合わせが必要な場合

すぐに可能な仕組みになっているのか

　原のり子　もう１つ、ちょっとうかがいますけれども、
子どもの様子について放課後等デイサービスから学校に
緊急に問合せが必要な場合、すぐに可能な仕組みになっ
ていますか。

　指導部長　放課後等デイサービスからの問合せがあっ
た際には、学校は保護者に連絡をしております。

学校で子どもがちょっと元気がない

放デイの送迎車に直接そのことを伝えたりしているのか

　原のり子　ちょっと２つの要素をいっぺんに聞いてし
まったんですけれども、例えば学校で何か変化があった
場合、子どもさんがちょっと今日は熱などがあるわけで

はないけれども元気がないよと、そういうようなことが
あったときに、学校側からは放課後等デイサービスの車
に、送迎の車に乗る前に直接そのことを伝えたり、そう
いうことはやられていますか。

　指導部長　児童生徒の体調が優れない様子が見られる
際には、学校はその段階で保護者に連絡し、保護者が事
業者と連絡を取り合っております。

子どもが放デイに来てみたら元気がない

学校に問い合わせが来たら答える体制になっているのか

　原のり子　そうしますと、例えば学校から放課後等デ
イサービスに子どもさんが来られて、そのときは元気
だったけれども、放課後等デイサービスに来てみたら、
ちょっと元気がないと、何かあったのかなと。学校で、
もしかしたらトラブルがあったのかなと思ったときに、
放課後等デイサービスから学校に問い合わせをする。そ
のときには学校としてはそれにはこたえる、そういう体
制にはなっているんですか。

　指導部長　放課後等デイサービスは、各家庭が個々の
事業者との契約に基づき利用するものでありますので、
学校は保護者と連絡を取ることとしております。

学校と放デイとの連絡　保護者も承諾している

そういう状態にしておいてすぐに対応できるようにする

　原のり子　保護者と連絡を取り合うこと、もちろん大
事だと私も思っているんですけれども、ただ、日ごろか
ら連携を放課後等デイサービスと学校の間で強めていっ
て、保護者にも直接、学校と放デイでこういう場合は連
絡を取り合うことがありますよということで、保護者も
承諾をしているという状態にきちんとしておいて、それ
で子どもの変化などにすぐに対応できるようにするとい
うことは可能なんじゃないかと思うんです。

全国には先進的な取り組みがある

学校と放デイが連絡を取り合う関係をつくっている

　原のり子　これについては、学校と放課後等デイサー
ビスの連携について、全国で先進的な取り組みが成果報
告書という形で出されていて、それを読みますと学校と
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放課後等デイサービスの間で連絡シートを作って日常的
に情報共有するとか、また、ある地域では学校が放課後
等デイサービスを利用していない子どもについても、で
はどのような放課後を過ごしているのかなということを
把握をするようにしている、そういう地域もあったり、
それから放課後等デイサービスでの子どもたちの様子や
実践を学校の先生たちと一緒に学ぶ場を設けるなどの事
例も紹介されていたんです。
　ですから、先ほどいったような、何かあったら放課後
等デイサービスからも学校に連絡して、様子はどうです
かということが聞いたりできる、そういう関係をつくっ
ている、そういう事例もあるんです。

改めて都として努力を求めたい

連携して子どもを支えていく

　原のり子　ですので、私は今回、最初にも述べたよう
に、４月に出された通知というのは、文科省、こども家
庭庁、厚労省連名で出されていますけれども、教育と福
祉の連携のより一層の強化を求めている内容になってい
ますので、改めて、都としても努力を求めたいと思うん
です。
　やっぱり、子どもは学校だけで育つとか、家庭だけで
育つ、放デイだけで育つというわけではなくて、すべて
の場面で子どもが成長していくので、その場面を本当に
お互い連携をしながら、子どもの成長を支えていくとい
う点で、ぜひ努力をお願いしたいと思います。

理解促進に加え、人的配置やスペースの確保など

都教委として役割を発揮していただきたい

　原のり子　また、連携していくには学校と放課後等デ
イサービスの事業者がコミュニケーションや相互理解が
図れるだけのゆとりが必要だと思うんです。その条件を
つくるために都教委の役割は非常に大きいと思っていま
すので、理解促進に加え、人的配置やスペースの確保な
ども含めて、役割を発揮していただけるように要望して
おきたいと思います。

放課後等デイサービスと学校の連携
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清瀬特別支援学校の校舎建て替え
文書質問　2023 年第２回定例会で提出

ブログ掲載日は 2023 年 10 月 16 日

　２０２３年６月の都議会第２回定例会で提出していた
私の文書質問に対して、東京都から答弁がきました。質
問と答弁とを一問一答形式で紹介します。

【原のり子のコメント】

　清瀬特別支援学校の建て替えに伴う問題は、動いてい
る問題なので、この文書質問を出すとともに、保護者の
方にご意見を聞かせていただいたり、その要望を都教委
に伝えてきました。実感するのは、保護者の方々がかね
てから要望してきたことはとても重要だったということ
です。現在、仮設校舎での学校生活が始まっています。
子どもたちが安心して過ごせるように、引き続き働きか
けていきたいと思います。

　以下が質問と答弁です

仮設校舎だからといって

〝今までできたことがやれない〟事態にならないように

　原のり子　清瀬特別支援学校の建て替えのため、９月
から仮設校舎に移転します ( 現在は移転ずみ）。仮設校舎
は現在地からかなり離れた場所になるため、子どもたち
が安心して通い、学べるように十分な配慮が必要です。
今定例会の文教委員会での（共産党）アオヤギ有希子議
員の質問で、事前見学会は実施するということがわかり
ました。保護者のみなさんからは、「場所に慣れること
に時間のかかる子どもたちが少なくないので、事前見学
会は必ずやってほしいと希望していた。よかった」と声
が寄せられています。
　同時に、まだ課題は多くあります。建て替え期間は４
年間と言われているので、中学部３年間をずっと仮設校
舎で過ごす子どもたちもいます。この３年間は子どもた
ちにとってかけがえのない時間です。仮設校舎だから
ということを理由に、今までできたことがやれない、と
いうことのないようにしてほしいと保護者のみなさんは
願っています。そこでうかがいます。

保護者が都に要望書

運動や式典ができる場所の確保、グラウンドの設置

（質問１）

　２０２１年１月に、保護者のみなさんは、都教委に対
し、８３８名の署名を添えて、仮設校舎に関する要望書
を提出しています。要望項目は２つで、運動や式典がで
きるスペースの確保、グラウンドの設置です。提出時に
都教委の担当は、体育館やグラウンドまでは難しいが、
多目的室の整備や運動できるスペースをどのぐらいとれ
るか今後設計を詰めていく中で、できる工夫をしていき
たい、と話していました。これはどうなりましたか。

（答弁１）

　清瀬特別支援学校の仮設校舎では、約１４００平方
メートルの運動場や屋内の運動スペースとして約３００
平方メートルの多目的室を設置しています。

学習発表会やプール指導

工夫して実施できるようにしてほしい

（質問２）

　子どもも保護者も最も楽しみにしていて、成長が確認
できる大事な行事である学習発表会や、夏期のプール指
導など大事な教育活動は仮設校舎であっても、工夫して
実施できるようにすべきと考えますがいかがですか。

（答弁２）

　学習発表会等の学校行事の実施については、学校長が
仮設校舎の状況等を踏まえ決定します。
　また、令和６年度（２０２４年度）以降のプール指導
については、近隣の施設を借りられるよう調整していま
す。

子どもの送り迎えのため

駐車場スペースを考えているか

（質問３）

　慣れない場所のため、しばらくは子どもたちの緊張も
高まると思われます。保護者が送り迎えしなければなら
ない場合もでてくるかもしれません。そういう場合に対
応できる駐車スペースなどは考えられていますか。
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（答弁３）

　仮設校舎の敷地には、スクールバスの駐車場のほか、
保護者の送迎用駐車場も設けています。

路線バスに乗る練習をする子もいる

バス停は場所も狭い　安全対策が必要だ

（質問４）

　高等部進学に向け、路線バスに乗る練習をする子ども
もいます。しかし、バス停は車の通りの激しい小金井街
道沿いにあり、歩道も、バス待ちをする場所も狭く安全
対策が必要だと考えますが、いかがですか。

（答弁４）

　学校から具体的な要望があれば、小金井街道の安全対
策について検討していきます。

仮設校舎に入る道

右折用の信号設置が必要だと思うが

（質問５）

　また、小金井街道から仮設校舎のある場所に入る部分
は、しょっちゅう渋滞がおき、小金井街道全体の渋滞に
もつながっています。現状のままでは、スクールバスの
運行にも影響することが考えられます。子どもたちが長
時間乗ったままにならないように、右折用の信号を設置
することが必要だと思いますが、いかがですか。

（答弁５）

　小金井街道が、朝の通学時間帯を中心に渋滞している
ことは承知していますが、御質問の場所については、小
金井街道と清瀬特別支援学校の仮設校舎方向から交差点
を通行する車両を制御する信号ではなく、同交差点の南
側において、歩行者が小金井街道を横断するための信号
として運用しているため、右折用の信号を設置すること
はできません。

新設される校舎について

車両が安全に入ることができるよう改善を

（質問６）

　新設される校舎についてもうかがいます。現在の校舎
は、正門より車両を乗り入れる場合、歩道をまたいで一

時停車し、車を降りて正門を開ける、という状況です。
歩行者の妨げになっているだけでなく、大きな事故に
つながらないか保護者も近隣住民の方も心配されていま
す。改善を求めますがいかがですか。

（答弁６）

　清瀬特別支援学校の正門は、児童生徒の登下校の時間
帯には常時開けた状態とし、教員が歩行者や車の誘導を
行うなど通行の安全管理を徹底しています。
　登下校の時間帯以外では、正門は学校の安全管理上の
理由から、常時閉じた状態としています。
　引き続き、学校運営において歩行者等の通行の安全管
理に配慮していきます。

新設校舎の工事説明会や保護者への説明会

いつ行われるのか

（質問７）

　新設校舎の工事説明会はいつ開かれますか。また、保
護者対象の説明会はいつ行われますか。

（答弁７）

　改築工事の着工前に近隣住民への工事説明会を開催
し、また、保護者には工事説明会の前に学校から保護者
会等で説明する予定です。
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都立清瀬特別支援学校の仮設校舎
文書質問　2023 年第４回定例会で提出

ブログ掲載日は 2024 年３月 28 日

　２０２３年１２月の都議会第４回定例会で都に出して
いた文書質問に対して、都から答弁がきました。質問と
答弁の全文を紹介します。

【原のり子のコメント】

　保護者や近隣住民の方も心配していた、門扉の幅の問
題は対応される旨の答弁がありました。子どもたちの安
全のために、みなさんが声をあげてくださったことが本
当に大事でした。また、仮設校舎としての役割がおわっ
たあとの、都有地の活用については、地元市の意見を聞
きながら検討する、と述べたことも重要です。
　子どもたちが安心して過ごせるように、そして、跡地



特別支援学校の整備
（２０２７年度）までの賃貸借契約となっており、都教
育委員会が賃貸人から仮設校舎を借入れしています。

仮設校舎

耐用年数は？

（質問３）

　仮設校舎の建物の耐用年数はどのぐらいですか。

（答弁３）

　都立清瀬特別支援学校の仮設校舎は、賃貸借契約によ
り、使用期間を終了した時点で賃貸人に返還し、解体さ
れることになっています。

仮設校舎

地域ニーズの実現のために活用できないか

（質問４）

　この地域は、駅や市役所からも離れていて、お店など
もなく住民は不便さを抱えています。また、かねてから、
特別養護老人ホームなどを設置することを求める声も強
い地域です。仮設校舎を地域ニーズの実現のために活用
できないか、うかがいます。

（答弁４）

　都立清瀬特別支援学校の仮設校舎は、賃貸借契約によ
り、使用期間を終了した時点で賃貸人に返還し、解体さ
れることになっています。

仮設校舎終了後の使い道

決まっているのですか

（質問５）

　当該都有地は、仮設校舎の用地としての使用が終了し
た後の使い道は決まっているのか、うかがいます。

（答弁５）

　都営清瀬中里四丁目アパートにおける創出用地の都立
清瀬特別支援学校の仮設校舎用地としての活用は、令和
９年度（２０２７年度）に終了予定です。
　その後の活用は未定ですが、都有地は都民の貴重な財
産であり、地元市の意見等も聞きながら、検討していき
ます。
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活用についても住民の声を聞くように取り組んでいきた
いと思います。

　以下が質問と答弁です。

２０２３年９月から仮設校舎での生活が始まっている

４年間、のびのびと楽しい学校生活が送れるように

　原のり子　（２０２３年）９月から、仮設校舎での生
活が始まっています。４年間、ここで過ごす子どもたち
が、安心して、またのびのびと楽しい学校生活が送れる
ように応援していきたいと思います。

スクールバスの出入口が狭い

「広げるための調整を行っています」

（質問１）

　スクールバスの出入口が狭く、校舎門扉にぶつかる事
故が起きています。大きな事故につながらないように、
門扉の位置を変更する必要があります。改善を求めます
がいかがですか。
　今後とも、子どもたち、保護者、地域住民の声を聞き
ながら、安全安心な環境整備をすすめていただけるよう
要望いたします。
　仮設校舎はプレハブとはいっても、とてもしっかりし
たものになっていて、わずか４年間で撤去されるのは惜
しいという声もあります。仮設校舎としての役割を終え
たあと、地域で活用することは考えられないでしょうか。

（答弁１）

　仮設校舎の設置に当たっては、スクールバスが安全に
運行できるよう設計していましたが、接触事故を踏まえ、
既により安全に運行できるよう出入口を広げるための調
整を行っています。

仮設校舎の契約

どのようになっていますか

（質問２）

　仮設校舎の契約はどのようになっていますか。

（答弁２）

　都立清瀬特別支援学校の仮設校舎は、令和９年度



保健所の障害者健診

保健所での障害者健診と
障害者の歯科保健医療対策
厚生委員会質問　2024 年３月
ブログ掲載日は 2024 年４月 19 日

【原のり子のコメント】

　すべての都・保健所で、障害者健診が今年度も実施さ
れることは確認できよかったのですが、また人数制限が
設けられているという声が寄せられ、質問しました。こ
の件は以前も厚生委員会で質疑し、希望する人をもれな
く受け入れるように強く求めています。なぜ、健診を必
要とする人がもれなく受けられるようにしよう、という
発想に立たないのか、本当に納得いきません。障害者の
権利、人権にかかわる問題なので、引き続き調査を進め
たいと思っています。
　また、障害者の歯科保健医療対策を私も質問してきた
ので、今回大事な前進があることはよかったと思います
が、さらに地域での対策を充実するための支援や、集団
歯科健診の実施が進むように働きかけをしていきたいと
思います。

　以下が質疑の内容です。

保健所で実施している障害者健診

すべての保健所で実施する予定ですか

　原のり子　保健所で実施している障害者健診について
なんですが、来年度、すべての都の保健所で障害者健診
は行う予定なのかどうか、うかがいます。

　保健医療局地域保健担当部長　すべての都保健所で、
障害者施設等の利用者を対象とした健康診断を実施する
予定でございます。

２５人が上限という話がある

希望する人が漏れなく受けられるようにしてほしい

　原のり子　この件については以前も質問したんですけ
れども、障害者健診について、人数の上限をなくして、
希望する人が漏れなく受けられるようにしていただきた
いというふうに私は思っています。
　何で今回また同じ質問をしているかというと、今年も
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ある保健所では２５人が上限だというふうにいわれたと
いう話があったからです。ある施設には２９人在籍して
いるのにどうしようと話している施設もあるんです。
　希望する人が受けられるようにすべきですけれども、
いかがでしようか。

　地域保健担当部長　健診につきましては、障害の有無
に関わらず、疾病の発症や重症化の予防等のため、高齢
者の医療の確保に関する法律や労働安全衛生法等に基づ
きまして実施されているところでございます。
　都保健所では、障害者施設等の利用者が各保険者等が
実施する地域の医療機関や健診機関等での健診の機会を
確保できない場合、管内の施設からの依頼を受け健診を
実施しております。
　なお、安全・安心に健診を受診していただけるよう、
集団での健診実施に伴う感染対策を講じるため、受け入
れ規模等を設定してございます。

健診先の確保ができないから保健所で受診している

施設を利用している人が差別なく受けられるように

　原のり子　施設としては、同じ利用者なのに受診でき
る人と受診できない人に分けるなどということはできま
せん。
　健診先の確保ができないから保健所で受診しているわ
けですから、受診する際は施設の利用者が差別なく受け
られるようにしていただきたいというふうに思います。

障害者の健診で

歯科健診も一緒に実施できないか

　原のり子　それで、障害者の健診で歯科健診も一緒に
実施できるようにできないかと思いますが、うかがいま
す。

　地域保健担当部長　都保健所におけます障害者の歯科
健康診査につきましては、平成１８年（２００６年度）
で終了してございます。

なかなか歯科検診に行けない方もいらっしゃる

ぜひ検討していただきたい

　原のり子　健診をそれぞれ個別に受けようと思っても



なかなか受けることができないから、健診を都の保健所
で継続してくださっているわけですけれど、歯も同じで、
なかなか歯科健診に行けない方たちもいらっしゃるんで
すよね。
　ですので、１年に１度の健診に歯科健診も同時にでき
れば、本当にお一人おひとりの健康管理にもプラスにな
ると思うので、また施設としても、利用者の方たちの健
康状態を把握できるので希望されているという声も聞い
ています。ぜひ検討していただきたいと、この場では要
望しておきます。

障害者歯科医療設備整備補助事業

どういう事業なのですか

　原のり子　次に、歯科保健医療対策についてうかがい
ます。
　障害者歯科医療設備整備補助事業が予算案として出さ
れましたけれども、どういう事業なのかうかがいます。

　保健医療局医療政策担当部長　都は来年度、障害者に
対する専門的な歯科医療を提共する医療機関に対しまし
て、障害者歯科用ユニット、麻酔器、心電図モニター等、
必要な医療機器の購入に係る費用を補助し、障害者歯科
医療提供体制の整備を進めていくこととしております。

地域で障害者歯科を実施するクリニックを増やすために

歯科医の努力を支援できるように検討してほしい

　原のり子　大事な内容だと思っています。
　ただ、地域の歯科クリニックが工夫しながら障害者の
方を受け止めているということを私、２０２０年の予特

（予算特別委員会）のときにも紹介したんですけれども、
たとえばパーティションを置いたり、個室をつくったり、
それぞれ努力してやっていらっしゃるクリニックもあり
ます。
　地域で障害者歯科を実施するクリニックを増やしてい
くためには、こうしたところにも支援をできるように検
討してほしいと要望しておきたいと思います。

障害者の歯科検診　通所施設で７割が未実施

2022 年度の調査では、都の調査ではどうなっているか

　原のり子　２０１８年度の東京都の調査では、障害者

保健所の障害者健診
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の歯科健診は、福祉通所施設では７割が実施していない
というふうになっていたんです。
　都は昨年度（２０２２年度）、再び調査を実施してい
ますけれども、障害者施設の状況についてうかがいます。

　医療政策担当部長　都が令和４年度（２０２２年度）
に実施した調査では、入所施設４７カ所のうち、施設で
歯科健診を実施している割合は５９．６％であり、歯科
診療所等で歯科健診を受けている割合は２１．３％でご
ざいました。
　また、通所施設につきましては、利用者３４３８名
のうち、かかりつけ歯科医を決めているものの割合は
７９．５％であり、そのうち８１．４％がかかりつけ歯科
医で定期健診を受けていました。

　原のり子　今回の調査では、通所施設での定期健診を
やっているかどうかの設問はなかったので、その部分の
変化は分からなかったわけです。ぜひ継続的にその分は
把握をしていただきたいなというふうに思います。
　また、かかりつけ歯科医を決めている方は約８割で、
そのうちかかりつけでの定期健診は約８割ということが
分かりました。

知的障害者の定期的健診

推進するためにどう取り組んでいますか

　原のり子　知的障害の方は、症状を説明するというこ
とが困難なため、歯や口の中にトラブルがある、そのこ
とに気づいたときにはかなり深刻になっているというこ
とが少なくありません。
　定期的健診を推進するために、どのように取り組んで
いくのか、うかがいます。

　医療政策担当部長　都は、身近な地域で障害者に対し
て定期的な口腔健康管理を行うかかりつけ歯科医等を育
成するため、都立心身障害者口腔保健センターにおきま
して、障害者、歯科診療に関する研修や実習等を実施し
ております。
　また、家族や施設職員等に対し、歯科健診や予防処置
を受けることの大切さなどについて普及啓発等を行う区
市町村を包括補助により支援しております。



保健所の障害者健診

都立保健所
障害者健診の充実・改善
厚生委員会質問　2025 年 3 月
ブログ掲載日は 2025 年４月３日

【原のり子のコメント】

　障害者健診は、基本は地域の医療機関で受けるように、
というのが国の方針です。そのため、都立保健所の障害
者健診も、通所施設の障害者で、自分で健診を受ける機
会がない人を対象にする、という限定的なものになって
しまっています。さらに、人数制限まで設けています。
これを改善することを厚生委員会で繰り返し質問してき
ました。この問題は、障害者の人権にかかわる問題だか
らです。今回は、一定の前進を踏まえて、健診の継続と
改善・検査の充実、施設の増設などを求めました。

　以下が質疑の内容です。

都立保健所での障害者健診

その意義は非常に大きい

　原のり子　保健所についてうかがいます。
　都立の保健所での障害者健診について、これまでも何
回か質問しています。障害の有無にかかわらず、だれも
が健康に生きていく権利があり、健診の機会が保障され
なければなりません。とくに障害者の方は、安心して健
診を受けられるということにさまざまなハードルがあり
ます。そのため、本人やご家族が健診を諦めてしまうと
いうお話もたくさんうかがっています。
　そういうなかで、都立保健所が障害者健診を実施して
いる意義は非常に大きいと思います。そこで、いくつか
うかがいます。
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知的障害の方　かかりつけ医をもつことが大事

通所施設で集団歯科検診を実施することが大切

　原のり子　かかりつけ歯科医をもつことをすすめると
同時に、通所施設においても集団歯科健診を実施するこ
とが大切ではないかというふうに思います。
先ほど、保健所での健診に歯科健診を復活することはで
きないのかと提案しましたけれども、改めて検討を求め
ておきたいと思います。

２０２５年度　いくつの保健所で実施する予定か

健診項目は

　原のり子　まず、保健所での障害者健診について、来
年度はいくつの保健所で実施する予定ですか。あわせて、
健診項目はどのような内容か、うかがいます。

　保健医療局地域保健担当部長　障害者施設等の利用者
を対象とした健康診断では、身体測定、血圧測定、尿検査、
血液検査及び胸部Ｘ線検査を行っており、来年度は、引
き続き都の６保健所全てで実施する予定でございます。

　原のり子　すべての都立保健所での実施が予定されて
いるということ、また、内容も今年度と同様に行われる
ということで、これはよかったと思います。

健診項目に歯科健診を入れてほしい

今後の拡充を検討するよう要望する

　原のり子　健診項目、この内容については、これまで
私は、歯科健診なども入れてもらえないかなど提案をし
てきていますけれども、今後さらに拡充を検討していた
だけるよう要望しておきたいと思います。

障害が重い人の健診まで人数制限がされている

是正を求めてきたが、どう対応したのか

　原のり子　今年度（２０２４年度）、ある保健所では、
施設への連絡のなかで、１回、１施設２５人以下、さら
に時間内に健診が終了するよう、障害が重く介助を必要
な方が多い施設は１５人以下での申し込みをお願いしま
す、となっていました。これまでも人数制限はすべきで
はないと求めてきましたけれども、さらに重度の方を制
限するという内容に大変驚きました。施設からも是正を
求める意見が出されていたと聞いていますが、どのよう
に対応したのか、うかがいます。

　地域保健担当部長当　保健所では、安全・安心に健診
を受診していただけるよう、集団での健診実施に伴う感
染対策を講じるため受け入れ規模等を設定しておりま
す。お話の保健所では、当該施設と意見交換を行い、そ
の後、申し込みいただいた施設利用者に対しまして健診
を実施いたしました。



健診の日程を増やすなどの対応をして

必要な方が健診を受けられるようにすることを求めたい

　原のり子　施設とも話し合い、申し込みした方はすべ
て受けられたということで、その点はよかったと思いま
す。ただ、障害の軽重にかかわらず、必要な方が健診を
受けられるようにする、このことを強く求めておきたい
と思います。
　やはり人数を制限するのではなくて、希望する人が受
けられるように日程を増やすなどの対応をすべきではな
いかと思いますが、いかがですか。

　地域保健担当部長　保健所においては、障害者施設等
の利用者が地域の医療機関や、健診機関等での健診の機
会が確保できない場合に健診を実施しており、今年度

（２０２４年度）は希望する方全員の受診が可能となっ
ております。

結果として全員の健診が可能、というのではなく

希望を聞いて日程を増やすなどの対応が必要ではないか

　原のり子　今年度（２０２４年度）は、結果として可
能となったということなんですけれども、私が聞いてい
るのは、最初に人数を制限してしまうのではなくて、ちゃ
んと希望を聞いて、その人数に合わせて日程を増やすな
どの対応をしたらどうですかということを聞いているん
です。
　では、ちょっと重ねて聞きたいんですけれども、まず、
毎年施設に送るお知らせのなかで、まずは今年は何人が
希望されますかと尋ねて、その人数に応じてスケジュー
ルを組むということはできないでしようか。うかがいま
す。

　地域保健担当部長　健康診断の実施に当たりまして
は、今もそうですが、今後も申し込みのあった施設等と
個別に調整して対応していきます。

事前に希望を調査して

それにふさわしい計画・体制を整えるべきではないか

　原のり子　個別に調整していく。もちろん、それぞれ
の事情に応じてやっていただくというのは大事なんです
けれども、私は、やっぱり保健所での健診を必要として
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いる方が漏れなくみなさんが受けられるようにするため
には、事前に調査をして、それにふさわしいスケジュー
ル、体制を整えていくということをぜひやってもらいた
いと思うんです。

重度の人数制限はなくなったが人数制限は続いている

希望している人はすべて受けられるのか

　原のり子　それで、来年度の健診についてのお知らせ
が出されているわけですけれども、ここでは先ほどいっ
たような重度の方についての人数制限、これは書かれて
いないということは確認しました。これは改善されてよ
かったと思っていますが、しかし、１施設２５人までと
いう、それはやはり書かれていて、ほかの保健所などで
も、１施設８人まででお願いしたいなど、やはり全体の
人数制限はされているんです。希望する人はすべて受け
られるようにしているのかどうか、うかがいます。

　地域保健担当部長　来年度の健康診断の実施に当たっ
ては、今後、申し込みのあった施設等と個別に調整して
まいりたいと考えております。

　原のり子　今後、施設と個別に調整していくというこ
とですので、希望する人は来年度も必ず受けられるよう
に調整していただきたいと思います。

２８人が利用する施設の場合

２５人までと書かれてしまうと３人受けられない

　原のり子　ただ、お知らせに人数の上限が書かれてし
まっていると、それ以上になる場合は初めから諦めてし
まうということが多いと思うんです。ある施設にうか
がったら、施設の利用者の方は２８人いると。２５人ま
でと書かれてしまうと、３人受けられないのかっていう、
そういう声なども聞きました。

検診を必要とする人は受けられる

その体制をしっかり組んでいただきたい

　原のり子　ですから、先ほどもいいましたけれども、
問題は基本的な考え方なんですよね。保健所での健診を
必要としている人が漏れなく受けられるようにするため
に、お知らせを出して、必要とする人は受けられますと



いう体制をしつかり組んでいただきたいというふうに思
います。

保健所での健診　とても評判がいい

ゆったりしたスペースでせかされずに受けられる、と

　原のり子　実際に保健所での健診、私がうかがったな
かでは、とても評判がいいんです。施設の方々にお話を
うかがいますと、ゆったりとしたスペースで、周りから
せかされずに受けることができた、本当にありがたい、
とお話をされた方もいらっしゃいました。
　障害者の方のなかには、不安が強くなると暴れてしま
う方もいて、その方の場合、拘束をある程度しないと受
けられないかもしれないと施設の職員の方、考えていた
そうなんですけれども、実際には、せかされずにゆった
りとした環境で、医療スタッフの方も本当にみなさん親
切で、結局、座って検査を受けることができたというお
話も聞きました。

施設の職員のみなさんからも

集団健診　みんなで行って不安なく受けられる、と

　原のり子　この施設の方々に聞きますと、施設の職員
のみなさんからも、集団で健診をすることというのは非
常にいいといっているんですね。集団健診で、みんなで
行って不安なく受けられて、さらにそこで直接健康状
態を施設の方も把握できて、日常的な支援にも非常に役
立っているとおっしゃっていました。

健診の継続と検査の充実

ぜひ求めたい

　原のり子　こうした声が寄せられていますので、ぜひ
継続をするとともに、検査の充実を求めたいと思います
が、いかがですか。

　地域保健担当部長　都保健所では、障害者施設等の利
用者が、各保険者等が実施する地域の医療機関や健診機
関等での健診の機会を確保できない場合、管内の施設か
らの依頼を受け健診を実施しており、来年度、すべての
都保健所で実施する予定でございます。
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健診を続けていることが都立保健所の優れたところ

こうした保健所を多摩地域にもっとふやしてほしい

　原のり子　私は、この健診を続けているということが
都立保健所の優れた部分であり、継続していってほしい
と思っています。こういう保健所が多摩地域にもっと身
近にあれば、障害者の方にとっても、さらにメリットが
大きいとも思っています。体制強化と、増設も併せて求
めて、質問を終わります。



特養ホーム　視覚障害のあるあんまマッサージ師雇用

技術を生かせる貴重な場の一つが失われていく危険が

　原のり子　日本共産党の原のり子です。よろしくお願
いいたします。特別養護老人ホーム経営支援事業による
視覚障害のある、あんまマッサージ指圧師についてです。
　東京都は介護保険制度が実施される以前から、特別養
護老人ホームにおいて視覚障害のあるあんまマッサージ
指圧師を雇用した場合、都加算をしてきました。介護保
険制度が開始されて以降は、その時点までに働いていた
常勤の方については、その方が退職されるまでの間、経
営支援事業で補助を継続するが、新しく雇用された方は
対象とせず、やがて廃止をしていくこととしています。
退職された後、施設で新たに視覚障害のあるあんまマッ
サージ指圧師の雇用をしなければ、視覚障害者のみなさ
んにとっては、勉強して資格を取って、その技術を生か
せる貴重な場の一つが失われていくことになります。

昨年度の時点で雇用されている人の数は

昨年度の予算額、決算額は

　原のり子　まず最初にうかがいたいんですけれども、
介護保険制度が開始される前の時点、１９９９年度（平
成１１年度）には１３６人の方々が雇用されていたとの
ことですけれども、昨年度時点での人数は何人か。また、
昨年度の予算、決算はいくらでしようか。

　福祉局高齢者施策推進担当部長　特別養護老人ホー
ム経営支援事業におけるあんまマッサージ指圧師加算
の対象者は、令和５年度（２０２３年度）は１４人で
ございました。また、本事業におけるあんまマッサージ
指圧師加算の令和５年度（２０２３年度）の予算額は
３８７１万２０００円、決算額は３２７１万２０００円
でございます。

視覚障害のあるあんまマッサージ指圧師の方の雇用

この２０年ほどで１３６人から１４人に

　原のり子　この２０年ほどで１３６人いらした、視覚
障害のあるあんまマッサージ指圧師の方が１４人にまで
大きく減ってしまっているということです。
　この補助は、介護保険開始前に働いている人が継続し
て働いている場合には出されているものですけれども、

　都議会各会計決算特別委員会の質疑が１０月に行わ
れ、特別養護老人ホームでの視覚障害のあるあんまマッ
サージ指圧師雇用への支援について、福祉局に質問しま
した。

【原のり子のコメント】

　東京都は、特別養護老人ホームで視覚障害のあるあん
まマッサージ指圧師を雇用した場合、特別養護老人ホー
ムに対し補助金を加算していました。これによって、多
くの特養ホームで視覚障害者が雇用され、資格と技術を
生かす大事な職場となっていました。
　しかし、介護保険制度になったときに、この補助金の
加算を都はやめることとしました。介護保険のなかで機
能訓練指導員への補助があることが理由です。しかし、
都がもともと出していた補助金の加算よりも金額が低い
ため、都は、その時点で働いていた視覚障害の方が退職
するまでの間は、その差額分を特養ホームに経営支援補
助金として補助することとして現在に至っています。結
局、今は１４人にまで減少してしまいました。
　私は、東京都からの支援はなくても、特養ホームで視
覚障害のあるあんまマッサージ指圧師を雇用している人
数なども聞きましたが、東京都は把握していませんでし
た。障害者雇用を促進していくために、少なくともまず、
現状を把握すべきではないか。そして、経営支援補助金
を、新たに視覚障害者の方を雇用した場合も特養に出す
ようにすべきです。実際、東京都の補助が出るのであれ
ば、雇用したいという特養ホームがあることも指摘しま
した。何より、生きいきと仕事をする視覚障害者の姿に
接し、多くの人に知ってほしいと思い質問しました。
　障害者が働ける場を減らさず、広げていくため、東京
都に働きかけを強めたいと思います。以下が質疑の内容
です。

あんまマッサージ指圧師雇用への支援
  決算特別委員会質問　2024 年 10 月

  ブログ掲載日は 2024 年 11 月 20 日
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組みとなっております。

今の答弁で確認したい

障害者雇用に係る加算ではないですよね

　原のり子　確認したいんですけれども、いまのご答弁
でおっしゃっていたのは、障害者雇用に係る加算ではな
いですよね。確認したいので、お願いいたします。

　高齢者施策推進担当部長　介護報酬におきましては、
障害者雇用に係る加算は設けられておりません。

　原のり子　そうなんですよね。それで、そういう、介
護保険の方ではそういうふうになっているということで
す。

あんまマッサージ指圧師加算の金額

どのように決まっているのか

　原のり子　では、あんまマッサージ指圧師加算の金額
はどのようにして決まっているのか、うかがいたいと思
います。

　高齢者施策推進担当部長　特別養護老人ホームでは機
能訓練指導員の配置に係る経費を介護報酬で賄うことが
原則でございますが、都は介護保険制度導入前から雇用
されていた視覚障害のあるあんまマッサージ指圧師の機
能訓練指導員としての継続雇用を図る観点から、この加
算によりまして経過措置として支援を行っております。
　現行の加算額につきましては、介護保険制度導入前の
補助事業で定められていた加算額から、特別養護老人
ホームにおけるサービスに対する介護報酬として設定さ
れた機能訓練指導員の配置に係る人件費相当額を差し引
いた額により設定をしております。

決算額から考えると１人当たりの加算は２３３万円

これがあるかどうかは非常に大きい

　原のり子　そういう設定になっていますので、先ほど
ご答弁していただいた決算額から考えると、１人当たり
２３３万円ほどの補助になっているのではないかなと思
います。
　先ほど介護報酬の説明がありましたが、介護報酬では

その方が辞めて、先ほどもいいましたけれども、次の方
が入っても補助が出ないという仕組みです。

退職された視覚障害者のあと

同じように視覚障害者を採用した施設はどのくらいか

　原のり子　うかがいたいんですけれども、補助は出な
くても、退職された視覚障害者の後を、同じように視覚
障害者を採用した施設はどのぐらいありますか。

　高齢者施策推進担当部長  お話の平成１２年（２０００
年）４月１日以降に新たに雇用したあんまマッサージ指
圧師については、お話の加算の対象とならないことから、
採用状況の報告は求めておりません。

把握していない、という答弁

障害者雇用推進の立場から把握すべきだ

　原のり子　報告を求めていないということで、把握は
していないということですよね。ただ、本来は障害者雇
用を推進していくという立場からしても、把握してしか
るべきだと私は思います。
　特別養護老人ホームにお話をうかがうと、視覚障害の
方を続けて、その方、退職したけれども、続けてまた視
覚障害の方を雇用したいと思ったけれども、東京都から
の支援を受けられなくなったので断念したという声もあ
りました。

介護保険のなかで

機能訓練指導員として配置する場合の加算はあるのか

　原のり子　そこでうかがいたいのですが、介護保険制
度の中で、視覚障害を有するあんまマッサージ指圧師を
機能訓練指導員として配置する場合の加算はあるのでし
ようか。

　高齢者施策推進担当部長　特別養護老人ホームでは、
機能訓練指導員を配置することとされておりまして、そ
の配置に係る経費は介護報酬で措置をされております。
また、視覚障害のあるあんまマッサージ指圧師を含め、
常勤専従の機能訓練指導員を配置し、看護職員や介護職
員等と共同して個別機能訓練計画を作成し、計画的に機
能訓練を実施している場合には介護報酬が加算される仕
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格や技術を生かせるということは、とても大事なんです。

機能訓練指導員は何人いらっしゃるのか

そのうち視覚障害者の人数は

　原のり子　機能訓練指導員というのは、いまお話にも
少しありましたけれども、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、看護師、柔道整復師、そしてあんまマッサー
ジ指圧師、あるいは一定の実務経験を有するはり師、きゅ
う師の資格を持つ人たちがなれるということになってい
るんですけれども、それでは昨年度の都内の特別養護老
人ホームの機能訓練指導員は何人いらっしゃるのか。そ
のうち、視覚障害者は何人いらっしゃるのか、うかがい
ます。

　高齢者施策推進担当部長　東京都特別養護老人ホーム
の設備及び運営の基準に関する条例施行規則によりまし
て、特別養護老人ホームにおいては、機能訓練指導員の
配置が必要とされておりますが、制度上、配置状況につ
いて都への報告は義務づけられておりませんので、人数
については把握をしておりません。

どのぐらいの人数がいらっしゃるか

これを把握することは大事なんじゃないか

　原のり子　都内の特別養護老人ホームには１人以上、
１以上ということで配置されているというご答弁があり
ました。それだけの人数、機能訓練指導員の方はいらっ
しゃるということですけれども、他職種と兼務の場合も
あるかもしれませんので、そこの数字は実際にどうなの
か分かりませんが、必ず配置されているということです
よね。その中に視覚障害のあるあんまマッサージ指圧師
の方たちもいるわけで、必ずしもこの経営支援補助で雇
用されている人ばかりではないかもしれないんです。で
すので、私はどのぐらいの人数がいらっしゃるかという
ことを把握することは大事なんじゃないかと思うんで
す。そのことは、ぜひ把握していただきたいということ
で要望しておきたいと思うんです。

視覚障害のある方を雇用した場合

記録を音声に変換するソフトなどの支援はあるのか

　原のり子　それで、視覚障害のある方を雇用した場合、

都加算で出ていた金額は出ないということなんですよ
ね。ですから、その差額を出しているわけです。現場に
とっては、この加算があるかどうか、この差額分出して
もらえるかどうかで、非常に大きいと思います。それが
あれば、視覚障害の方の雇用を引き続き考えたいという
施設も現にあるのですから、本当にもったいないと私は
思っています。

あんまマッサージ指圧師が仕事をすることについて

福祉局は、意義があると考えているか

　原のり子　福祉局では、特別養護老人ホームで視覚障
害のあるあんまマッサージ指圧師が仕事をすることにつ
いて、意義があると考えているのか、働いてもらえるよ
うに推奨しているのか、うかがいます。

　高齢者施策推進担当部長　特別養護老人ホームにおい
ては、あんまマッサージ指圧師のほか、理学療法士、作
業療法士などの資格を有する機能訓練指導員を配置する
こととされておりまして、各施設では入所者の方の心身
の状況やニーズなどを踏まえ、機能訓練指導員を配置を
しております。

　原のり子　私が聞いているのはそうではなくて、特別
養護老人ホームで視覚障害のあるあんまマッサージ指圧
師が仕事をすることの意義について、どう考えているか。
意義があることだと考えているのかということをうかが
いたいのですが、お答えください。

　高齢者施策推進担当部長　先ほどご答弁しましたよう
に、機能訓練指導員の資格要件には理学療法士、作業療
法士、あんまマッサージ指圧師等がございまして、視覚
障害のあるあんまマッサージ指圧師の方についても、い
ま申し上げた他の有資格者の方と同様、機能訓練指導員
としての日々の業務を通じて、入所者に対して適切な
サービスを提供しておられるものと考えております。

視覚障害者の方々

資格や技術を生かせるということは、とても大事

　原のり子　視覚障害のあるあんまマッサージ指圧師の
みなさんも機能訓練指導員として役割を果たしているで
しょうというお話ですが、本当に視覚障害者の方々が資
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ある機能訓練指導員の体験

「研修はとても大事な機会になっている」

　原のり子　お話をうかがった視覚障害のある機能訓練
指導員の方も、こうした、いまご紹介があった研修に年
数回参加しているといっていました。とても大事な機会
となっていると話していました。
　このお話をうかがった方は弱視なんですけれども、で
も人の顔はもうほとんどまったく分からなくて、声で一
人ひとりを認識しているというお話でした。その方が、
特別養護老人ホームの広いフロアに高齢者が集まって、
お一人で体操を指導していたんです。もちろん、介護職
のみなさんはいらっしゃるんですけれども、実際には本
当に見えないわけだけれども、とても的確な言葉がけを
されて、本当にすばらしい指導をされていて、私も感激
したんですけれども。高齢者の方々もお互いに、「もっ
と手は上だよ」とか教え合ったりして、とってもいい雰
囲気で体操もされていたんです。それで、こんな力があ
るんだなということを改めて実感したんです。
　そして、体操だけじゃなくて、一人ひとりに対する訓
練とかマッサージなども、この方が行われているんです
けれども、４０人も担当されていて、お一人おひとり訪
ねて、そういうことも、訓練もやっているんです。
　その話も聞きましたら、最初は話もしてくれなかった
高齢者の方が話をしてくれたときの喜びとか、あるいは
対応が難しい方、認知症の方などもいらっしゃいますか
ら、そういう方については介護職の方と相談したり、あ
と一緒に働いている機能訓練指導員の方、もう一人いら
して、その方と検討したりしながらやれるので、とても
よいという話をしてくれました。
　視覚障害のある、あんまマッサージ指圧師の方が働け
る場を本当に減らさないでほしいなと改めて実感をして
きました。

経営支援事業の継続と拡充

資格を生かせる職場の確保を

　原のり子　こういう場を減らさず増やしていくため
に、経営支援事業の継続と拡充、また資格を生かせる職
場の確保を東京都として進めること、これを強く求めて
次の質問に移ります。

日々の記録をしていってもらうことができるかどうか、
それが１つのポイントになっていると話してくれた特別
養護老人ホームの施設長もいます。
　先日、機能訓練指導員として働いている視覚障害のあ
る方の仕事を見学させていただいたんですけれども、そ
の方は４０人の入所者を担当されていて、その記録を音
声に変換するソフトを活用して、ご自分でパソコンに打
ち込んでいました。機能訓練指導員として視覚障害のあ
る方が仕事をする、このようにパソコンを使って記録な
どを行う際に、音声に変換するソフトを用意するなどへ
の支援はあるのかどうか、うかがいます。

　高齢者施策推進担当部長　特別養護老人ホームの経営
事業者を含めまして、事業者が障害者を雇用する場合に
は国による支援制度がございまして、特別養護老人ホー
ムが機能訓練指導員として障害、視覚障害のある方を雇
用する場合にも、そうした制度を活用することが可能と
なっております。

都の経営支援事業補助の中にも使えるメニューがある

実際の使い勝手などを把握していただきたい

　原のり子　いま、国の制度で活用が可能だというもの
も紹介をされましたが、都の経営支援事業補助の中にも
使えるメニューがあると思うんです。これは金額的には
小さいかもしれませんけれども、そういうものが一応あ
るのではないかと思います。
　ただ、これらが、こういう制度が実際の使い勝手はど
うなのか、実際に利用されているのかどうか、これを私
は今後把握していただきたいと、この場では求めておき
たいと思います。

機能訓練指導員に対する研修

どのように実施しているのか

　原のり子　それで、機能訓練指導員に対する研修につ
いてもうかがいたいのですが、研修はとても大事だと思
いますけれども、どのように実施しているのでしようか。

　高齢者施策推進担当部長　あんまマッサージ指圧師を
含め、機能訓練指導員を対象とした研修については、東
京都社会福祉協議会など複数の民間団体により実施され
ていると承知しております。
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私の思い
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　「お金がかかるから病院に行くのをがまんしている」
という障害者の方のこの声を、これ以上放置できません。
子どもの医療費無料化に続き、障害者医療費助成制度の
拡充をすすめたい。差別や分断、排除のない社会、都政
にしていくために力を尽くします。

スウェーデンの国家予算に匹敵する東京都の財政規模

都民のみなさんをもっと応援できる

　東京都の来年度予算案はものすごい規模です。史上最
高の都税収入。予算全体も１７兆８０００億円を超えて
います。これは史上最高です。スウェーデンの国家予算
に匹敵する規模です。ですから、本来、都民のみなさん
のことをもっと応援できます。

１８歳までの子ども医療の無料化が実現

来年度から所得制限もなくなる

　子どもの医療費無料化はようやくすすみました。これ
もみなさんの運動があってこそです。清瀬市、東久留米
市でも何度も何度も請願・陳情が出されていました。私
たち共産党都議団も条例提案を繰り返し行って、自民、
公明、都民ファーストが反対し続けても、これをずっと
とりくんできました。２０２５年度、高校生世代、１８
歳まで所得制限はなし、ということになります。

それなら障害者の医療費だって無料にできる

いま中度・軽度の方は３割負担

　それなら、障害者の医療費だって無料にできるでしょ、
ということを私はいっているわけです。障害者医療費助
成制度の対象になっていない中度・軽度の方たちはみん
な３割負担です。障害者の方にお話を聞いても、「１回
歯医者さんに行っただけで工賃がほとんどなくなってし
まった」といっています。お父さん・お母さんたちは、「医
療費が高すぎるから、親亡き後は本当に心配だから、生
命保険だけでも入ろうかなと思って生命保険会社当たっ
たけれども、どこも入れてくれない。障害があって、ま
た持病もあったりすると、生命保険会社からもダメで
すっていわれてしまった」といいます。

差別や分断、排除のない都政を
障害者医療費助成制度はまったく拡充されない

ここに小池都政の冷たさがある

　そういうことがあるのに障害者医療費助成制度はまっ
たく拡充されません。こういうところに今の小池都政の
冷たさが表れています。話題になったり、自分が興味・
関心をもつことにはお金は出すんだけれども、市民のみ
なさん、都民のみなさんが苦しんでいることに心を寄せ
てそこにお金を使うという発想ではないことがここにも
表れていると思います。

分断・差別・排除のない都政こそ

そのために都の財政力を使いたい

　私は、障害者だけではなくて、本当にどの世代の方も、
どういう方であっても、そこに分断を持ち込まれたり、
差別されたり、排除されたり、そういうことのない都政
にどうしてもしていきたいと思っています。そのために
東京都の豊かな財政力をもっと使いましょう、と提案し
続けているところです。

地方自治の本旨は

住民福祉の増進

　そもそも、地方自治体の地方自治の本旨というのは住
民福祉の増進です。それが地方自治法にちゃんと書かれ
ています。その通りのことを東京都でもやりましょう、
ということを私は声を大にしていっていきたいと思って
います。
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